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関
法

ま

し

,19, 

が

第
三
四
巻
第
二
号

工
業
所
有
権
保
護
に
関
す
る
。
ハ
リ
条
約
に
つ
い
て
の
ボ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
解
説
書
等
を
契
機
と
し
て
、
自
動
執
行
条
約
へ
の
関
心
が
深
ま
り
、
国
際

工
業
所
有
権
研
究
者
の
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
国
際
法
の
分
野
で
も
、
田
畑
茂
二
郎
、
高
野
雄
一
、
畝
村
繁
、
広
部
和
也
の
諸
教
授
に
よ
る
貴
重
な

言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

本
格
的
研
究
に
つ
い
て
は
、

綿
密
な
論
稿
6
欧
州
共
同
体
法
の
直
接
的
適
用
性
」
立
命
館
法
学
一

1

一
五
ー
一

1

一
七
号
）
を
み
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
最
近
、
岩
沢
雄
司
助
教
授
に
よ
る

詳
細
か
つ
該
博
な
研
究
（
「
条
約
の
直
接
適
用
可
能
性
」
法
学
協
会
雑
誌
一

0
0
|

―
・
ニ
・
―
―
-
•
一
―
‘

き

フ
リ
ー
ド
ル
・
ヴ
ァ
イ
ス

専
門
外
の
こ
と
で
も
あ
り
、

九
九
ー
―
二
、

小
生
寡
聞
で
あ
っ
て
、

島本

崎浪

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る

自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な

E
E
C
法」

Friedl 
W
e
i
s
s
,
 
Self 
E
x
e
c
u
t
i
n
g
 Treaties 
a
n
d
 Directly 

A
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 E
E
C
 L
a
w
 in F
r
e
n
c
h
 C
o
u
r
t
s
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四
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0
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―
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提
示
さ

（五

0
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山
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治
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教
授
の
先
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的
か
つ
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市



で
あ
る
。

ボ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
つ
い
て
検
討
し
は
じ
め
た
頃
に
は
、
資
料
が
比
較
的
乏
し
く
、
ま
た
条
約
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
関
西
学
院
大
学
の
小
川
芳

彦
教
授
に
御
教
示
を
乞
う
た
。
そ
こ
で
、
参
考
資
料
と
し
て
小
川
教
授
か
ら
筆
者
に
御
送
付
戴
い
た
の
が
、
本
資
料
の
原
文
で
あ
る

F
r
i
e
d
l
W
e
i
s
s
,
 

S
e
l
f
 
E
x
e
c
u
t
i
n
g
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
a
n
d
 
D
i
r
e
c
t
l
y
 
A
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
E
E
C
 L
a
w
 i
n
 
F
r
e
n
c
h
 C
o
u
r
t
s
 
(
L
e
g
a
l
 
I
s
s
u
e
s
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 1
 

(
1
9
7
9
)
,
 
p
p
 5
1
-
8
4
)
で
あ
る
。
幽
〖
、
論
者
フ
リ
ー
ド
ル
・
ヴ
ァ
イ
ス
は
、
T
h
e
L
o
n
d
o
n
 S
c
h
o
o
l
 o
f
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
 
a
n
d
 
Political 
S
c
i
e
n
c
e

の

講
師
で
あ
る
。

翻
訳
に
つ
い
て
は
、
竹
本
正
幸
教
授
指
導
下
の
博
士
課
程
後
期
課
程
院
生
、
島
崎
修
一
君
と
共
訳
す
る
こ
と
と
し
、
島
崎
君
が
論
文
全
体
に
一
日
＿
り
概
訳

し
た
も
の
に
、
私
と
私
の
指
導
院
生
で
あ
る
真
砂
康
司
君
が
検
討
を
加
え
た
。
こ
の
検
討
過
程
で
私
の
意
見
に
よ
り
訂
正
が
加
え
ら
れ
た
部
分
も
か
な
り

あ
る
の
で
、
も
し
思
い
違
い
や
誤
解
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
私
の
文
責
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
部
分
は
島
崎
君
の
業
績
と
な
る
べ
き
も
の

れ
て
い
る
。

目

次

一
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文

二
、
国
際
条
約
と
国
内
法
と
の
関
係

A
、
一
般
概
念

B
、
「
自
動
執
行
的
」
及
び
「
直
接
適
用
可
能
」
と
い
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概
念

三
、
フ
ラ
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ス
法
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系
と
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A
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B
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ニ
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A
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国
内
法
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約
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抵
触

B
、
条
約
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の
後
に
制
定
さ
れ
た
国
内
法
と
の
抵
触

「
フ
ラ
ン
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裁
判
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執
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関
法

一
、
序

第
三
四
巻
第
二
号

五
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
共
同
体
法
の
位
置

A
、
共
同
体
法
の
直
接
的
効
果

①
通
常
裁
判
所

③
行
政
裁
判
所

B
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
と

E
E
C
条
約
一
七
七
条

C
、
相
互
性
要
件

D
、
共
同
体
法
の
優
位
性
と
憲
法
五
五
条

六

、

結

論

ニ
四
二

（五

0
四）

(
1
)
 

ョ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
法
秩
序
が
「
裁
判
官
達
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

(
l
'
E
u
r
o
p
e
d
e
s
 J
u
g
e
s
)

と
表
現
さ
れ
て
き
た
の
は
、
極
め
て
適
切
で
あ
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
司
法
裁
判
所
は
、
正
当
に
共
同
体
の
安
定
と
発
展
に
つ
い
て
大
い
な
る
信
望
を
得
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
が
、
国
内
の

司
法
権
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
お
お
い
隠
す
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
共
同
体
裁
判
所
と
各
構
成
国
の
国
内
裁
判
所
と
の

司
法
協
力
の
十
分
な
枠
組
み
の
発
展
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
諸
成
果
が

E
E
C
内
の
個
人
に
日
常
の
諸
問
題
の
中
で
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
唯
一
最

終
的
な
保
障
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
共
同
体
法
に
由
来
す
る
個
人
の
権
利
と
利
益
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
国

内
裁
判
所
の
法
的
態
度
こ
そ
が
、
統
合
と
い
う
理
想
的
で
抽
象
的
な
概
念
を
実
際
に
現
実
の
も
の
と
す
る
唯
一
の
有
効
な
手
段
と
な
る
。

(

2

)

 

共
同
体
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
共
同
体
の
裁
判
官
と
し
て
の
み
機
能
し
、
こ
の
資
格
に
お
い
て
自
ら
の
行
動
様
式
を
展
開
し
発
展
さ
せ
て
き
た
。
他
方
、

国
内
裁
判
所
の
裁
判
官
は
三
重
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
即
ち
、
先
ず
第
一
に
国
内
裁
判
官
と
し
て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
が
服
し
て
い
る
憲
法
及

(
3
)

（

4
)
 

び
司
法
規
則
が
課
す
制
限
の
範
囲
内
で
、
国
際
裁
判
官
と
し
て
、
ま
た
共
同
体
裁
判
官
と
し
て
も
機
能
す
る
。
従
っ
て
、
国
家
の
憲
法
及
び
伝
統
に
拘
束

(
5
)
 

さ
れ
、
ま
た
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
国
内
裁
判
所
は
、
「
E
E
C」
な
る
新
し
い
現
象
に
対
応
す
る
た
め
数
多
く
の
問
題
に
直
面
し
た
。
例
え
ば
、

文



(
6
)
 

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
は
、
最
近
ま
で
共
同
体
裁
判
所
か
ら
共
同
体
法
の
有
権
解
釈
を
引
き
出
す
の
を
不
本
意
と
し
て
い
た
許
り
で
な
く
、
共
同
体
法
の
直
接

適
用
性
と
か
優
位
性
と
か
い
う
基
本
概
念
に
つ
い
て
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
法
と
は
全
面
的
に
意
見
を
異
に
し
、
ま
た
こ
れ
に
無
理
解
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
研
究
は
、
第
一
に
、
二
、
三
の
前
提
と
な
る
意
見
を
付
し
て
、
一
方
で
は
国
際
条
約
に
よ
る
法
と
国
内
法
と
の
関
係
の
枠
組
み
の
中
で
、
他
方
で

は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
中
の
関
係
条
項
の
枠
組
み
の
中
で
、
こ
の
問
題
の
現
状
を
概
説
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、

と
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
と
を
取
扱
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
判
例
を
、
例
を
挙
げ
て
検
討
し
対
比
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
第
一
＿
一
に
、

共
同
体
裁
判
所
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
共
同
体
の
新
し
い
法
秩
序
の
原
則
的
受
入
れ
に
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
実
行
が
十
分

対
応
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
1
)
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N
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u
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(

3

)

「
機
能
上
の
二
重
性
」

(
d
e
d
o
u
b
l
e
m
e
n
t
fonctionnel)
と
い
う
国
際
法
モ
デ
ル
は
、
共
同
体
機
関
と
し
て
及
び
国
内
制
度
と
し
て
の
、
よ

り
複
雑
な
機
能
の
不
適
当
な
説
明
で
あ
る
。

B
u
n
t
e
n
,
S
t
a
a
s
t
g
e
w
a
l
t
 
u
n
d
 G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
s
h
o
h
e
i
t
 bei 
d
e
r
 innerstaatlichen 
D
u
r
c
h
,
 

f
尽
r
u
n
g
d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
 d
e
r
 E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
 
G
e
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 d
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 p
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 d
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I
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,
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2
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 D
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5
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 op. 
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2
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2
4
,
 
2
6
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 d
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 pris p
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.
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国
際
法
が
個
人
の
権
利
・
義
務
を
創
設
す
る
か
、
ま
た
如
何
な
る
範
囲
に
お
い
て
創
設
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
正
確
に
そ
れ
ら
の
権
利
・
義
務
が
実

効
性
を
も
つ
よ
う
意
図
さ
れ
る
法
的
範
囲
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
に
接
合
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
個
人
は
国
際
法
上
制
限
さ
れ
た
能
力
し
か
有

し
な
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
前
提
か
ら
、
個
人
が
国
内
法
秩
序
内
で
機
能
し
て
い
る
裁
判
所
に
よ
り
国
際
条
約
そ
の
他
の
国
際

(
7
)
 

法
に
由
来
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

(
8
)
 

国
際
条
約
は
も
は
や
締
約
国
の
み
の
権
利
・
義
務
を
定
め
る
法
源
で
は
な
い
。
最
も
強
硬
な
二
元
論
者
で
す
ら
、
条
約
が
次
第
に
個
人
の
行
為
や
保
護

に
向
け
ら
れ
て
、
と
き
に
は
、
直
接
、
個
人
に
権
利
を
付
与
し
た
り
義
務
を
課
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(
9
)

（

10) 

し
か
し
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
元
論
を
採
る
者
も
二
元
論
を
採
る
者
も
共
に
、
条
約
が
国
内
法
上
の
有
効
性
を
取
得
す
る
仕
方
に

(11) 

全
面
的
な
努
力
を
傾
け
て
き
た
。

(12) 

国
内
法
の
形
で
の
条
約
の
適
用
可
能
性
と
い
う
別
の
疑
問
に
関
す
る
問
題
は
、
逆
に
広
く
無
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
単
に
ア
メ
リ
カ
の
実
行
か
ら
引

(14) 

き
出
さ
れ
て
く
る
「
自
動
執
行
」

(
s
e
l
f
,
e
x
e
c
u
t
i
n
g
)
と
い
う
用
語
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
国
家
が
二
元
論
と
一
元
論
の
い
ず

れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
条
約
が
国
内
法
制
度
の
下
で
な
ん
ら
か
の
効
果
を
も
つ
に
は
、
そ
の
法
制
度
の
下
で
有
効
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
以
上
の
「
自
動
執
行
」
あ
る
い
は
「
直
接
適
用
可
能
な
」
と
い
う
属
性
は
、
条
約
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、

(15) 

単
に
な
ん
ら
か
の
機
関
が
い
か
な
る
立
法
的
介
入
を
も
排
除
し
て
そ
の
条
約
を
適
用
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

国
内
裁
判
官
は
、
確
固
た
る
理
論
的
支
持
も
な
く
、
ま
た
具
体
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
一
貫
し
た
実
行
を
参
照
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
適
用
の

範
囲
を
決
定
す
る
作
業
に
し
ば
し
ば
直
面
す
る
。
自
国
の
憲
法
に
忠
実
な
国
内
裁
判
官
は
、
所
与
の
条
約
規
定
が
直
接
適
用
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
決
定

(16)

（

17) 

す
る
の
に
、
国
際
法
規
と
国
内
法
規
の
双
方
を
共
に
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

A
 
一
般
概
念

関
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二
、
国
際
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約
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内
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と
の
関
係

ニ
四
四

（五

0
六）



シ
ャ
ル

(
M
a
r
s
h
a
l
l
)
判
事
は
、

判
所
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ニ
四
五

「
自
動
執
行
的
」
及
び
「
直
接
適
用
可
能
」
と
い
う
概
念

先
ず
問
わ
れ
る
問
題
は
、
自
動
執
行
的
な
条
約
規
定
を
解
釈
す
る
国
内
裁
判
官
が
、
国
際
法
上
の
標
準
及
び
基
準
の
み
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、

(18) 

国
内
法
上
関
係
す
る
国
内
の
実
行
を
も
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
条
約
規
定
の
適
用
の
意
味
と
態
様
に

「
直
接
適
用
可
能
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
個
人
が
国
内
法
制
度
に
お
い
て
条
約
か
ら
権
利
を
引
き
出
し
う
る
こ
と
を
示

す
。
ま
た
、
例
え
ば
、
裁
判
官
や
行
政
官
が
、
祗
触
す
る
国
内
法
規
に
優
先
し
て
条
約
の
規
定
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
強
調
す
る
の
に
も
用

条
約
の
規
定
が
直
接
適
用
可
能
か
否
か
を
考
察
す
る
場
合
、
先
ず
当
該
規
定
が
自
動
執
行
的
で
あ
る
こ
と
を
当
事
国
が
意
図
し
て
い
た
か
を
問
う
こ
と

(19)

（

20) 

か
ら
始
ま
る
。
直
接
適
用
可
能
性
は
、
従
っ
て
国
際
法
が
固
有
に
か
つ
本
来
的
に
有
し
て
い
る
性
質
な
の
で
あ
る
。

条
約
の
規
定
が
自
動
執
行
的
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
し
う
る
一
般
に
承
認
さ
れ
た
基
準
が
存
在
し
な
い
中
で
、
最
終
的
な
裁
判
権
を
有
す
る
三
つ
の
裁

ダ
ン
チ
ッ
ヒ
鉄
道
職
員
事
件
で
の
勧
告
的
意
見
の
中
で
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
「
十
分
に
確
立
し
た
国
際
法
の
原
則
に
従
え
ば
、
『
職
員
協
定
』

(
B
e
a
m
t
e
n
a
b
k
o
m
m
e
n
)

が
暫
定
協
定
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
個
人
に
直
接
の
権
利
及
び
義
務
を
創
設
し
え
な
い
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
、
締
約
国
の
意
思
に
よ
っ
て
個
人
の
権
利
・
義
務
を
創
設
し
、
国
内
裁
判
所
に
よ
り
強
制
さ
れ
う
る
あ
る
種
の
明
確
な
規
則
を
、
当
事
国
が
採
択
し
う

(21) 

る
こ
と
が
、
国
際
協
定
の
目
的
そ
の
も
の
で
あ
り
う
る
こ
と
も
争
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
際
協
定
に
よ
り
個
人
の
権
利
・
義
務
は
創
設
さ
れ
え
な
い
と
の
推
定
は
、
当
事
国
の
明
白
に
こ
れ
に
反
す
る

(22)
（

23) 

意
思
に
よ
っ
て
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
を
認
め
た
。
国
際
条
約
の
優
位
性
を
確
立
し
た
一
七
八
九
年
の
合
衆
国
憲
法
第
六
条
の
意
味
は
、
リ
ー

(24) 

デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る

Foster
a
n
d
 E
l
a
m
 v
•
N
e
i
l
s
o
n
事
件
に
お
い
て
合
衆
国
最
高
裁
に
よ
る
解
釈
が
与
え
ら
れ
た
。
最
高
裁
長
官
、
マ
ー

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
っ
て
く
る
。

B
 

「
条
約
は
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
制
定
法
規
の
助
け
を
か
り
る
こ
と
な
く
そ
れ
自
身
で
自
動
執
行
的
で
あ
る
と
き
に

で
は
一
体
、
何
が
自
動
執
行
的
な
条
約
規
定
な
の
か
。

（五
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は
、
常
に
裁
判
所
に
お
い
て
立
法
府
の
行
為
に
等
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
宜
言
し
た
。
こ
の
一
節
並
び
に
ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
著
作

か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
動
執
行
的
な
条
約
規
定
は
、
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
有
効
性
の
前
提
と
し
て
、
な
ん
ら
の
国
内
立
法
を
も
必
要
と
し
な
い

(25) 

と
い
う
事
実
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
条
約
の
規
定
が
自
動
執
行
的
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
国
内
の
憲
法
の
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
る
、
そ
し

て
国
内
の
憲
法
が
そ
の
後
の
立
法
の
必
要
な
し
に
自
動
執
行
的
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
変
型
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
、
従

(26) 

っ
て
容
易
に
国
際
法
の
領
域
に
移
転
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
司
法
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
従
わ
ず
、
両
方
の
要
素
を
結
び
つ
け
て

1

一
段
階
で
展
開
さ
れ
る
独
自
の
新

し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
生
み
出
し
た
。
第
一
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
り
か
つ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
、
条
約
に
よ
る
個
人
の
権
利
・
義
務
の
創
設
に

（町）

反
す
る
前
提
は
、
こ
れ
を
退
け
た
。
即
ち
、
構
成
国
の
相
互
の
権
利
・
義
務
が
共
同
体
諸
条
約
の
中
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
直
接
適
用

可
能
な
条
約
規
定
た
る
性
質
に
関
す
る
若
干
の
特
別
な
前
提
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
個
人
に
権
利
を
付
与
し
た
り
義
務
を
課
す

る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
規
定
は
ま
た
自
己
充
足
的
な
性
質
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
の
規
定
の
実
施
に
、
さ
ら
に

(28) 

そ
れ
以
上
の
立
法
行
為
が
必
要
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
段
階
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
共
同
体
法
の
自
動
執
行
的
な
規
定
と
、
憲
法
を
含
む
構
成
国

の
法
の
そ
れ
に
抵
触
す
る
規
定
と
の
問
の
関
係
と
い
う
、
尚
一
層
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
直
面
し
た
問
題
は
、

1

一
面
性
を
有
し
た
。
即
ち
、
ど
の
共
同
体
条
約
も
ア
メ
リ
カ
憲
法
及
び
他
の
い
く
つ
か
の
憲
法
と
比

(29)
（

30) 

較
し
う
る
優
位
性
条
項
を
も
っ
て
い
な
い
。
共
同
体
法
は
本
質
的
に
地
域
的
国
際
法
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
共
同
体
法
と
国
内
法
秩
序
と
の
関
係
を
規
律

(31) 

す
る
規
則
は
、
そ
れ
ゆ
え
国
際
法
と
国
内
法
秩
序
と
の
関
係
を
規
律
す
る
規
則
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
学
者
が
い
る
。
国
際
法
は
な
ん
ら
か
の
特
別
な
同

(32) 

意
方
法
を
明
示
せ
ず
に
、
単
に
各
国
に
国
際
法
上
の
義
務
の
承
諾
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
共
同
体
法
が
国
内
の
憲
法
の
種
々
の
規

(33) 

定
と
対
応
し
て
は
じ
め
て
、
国
内
法
秩
序
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

(34) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
作
り
出
し
た
抵
触
規
則
は
、
国
内
法
と
抵
触
す
る
場
合
、
共
同
体
法
が
優
位
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
優
位
性

は
、
そ
の
前
提
要
件
で
あ
る
直
接
適
用
性
の
概
念
と
不
可
分
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
国
内
裁
判
所
が
国
内
法
の
こ
れ
と
抵
触
す
る
規
定
を
無
視
で
き

関
法
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(36) 

一
九
四
六
年
と
一
九
五
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
国
際
条
約
の
優
位
性
を
共
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
が
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
混
乱
の

（
打
）

中
で
、
制
定
さ
れ
国
家
主
権
の
縮
小
を
も
認
め
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
逆
に
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
主
権
と
独
立
を
強
化
し
た
点
で
、
相
当
に
異
な
っ

(38) 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
憲
法
規
定
は
、
行
政
府
や
議
会
に
対
し
て
と
同
様
に
裁
判
官
に
も
向
け
ら
れ
、
彼
ら
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
条
約
は
、
そ

(39) 

れ
ら
が
変
型
も
編
入
も
必
要
と
さ
れ
ず
に
、
ひ
と
た
び
適
法
に
批
准
さ
れ
公
布
さ
れ
た
な
ら
ば
、
法
と
し
て
有
効
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
十
分
に
明

(40) 

確
で
さ
え
あ
れ
ば
直
接
に
適
用
さ
れ
う
る
。
通
常
裁
判
所
及
び
行
政
裁
判
所
は
、
そ
の
存
在
の
み
を
審
査
す
る
の
で
あ
っ
て
、
批
准
の
適
法
性
を
審
査
す

(41) 

る
の
で
は
な
い
。
適
法
に
批
准
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
条
約
は
、
変
型
の
必
要
な
し
に
そ
の
公
布
の
瞬
間
か
ら
独
立
し
た
国
内

(42) 

の
法
源
と
し
て
適
用
さ
れ
相
互
主
義
に
服
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

フ
ラ
ン
ス
法
体
系
に
お
い
て
憲
法
は
最
高
規
範
た
る
内
容
を
も
つ
。
通
常
の
制
定
法
や
命
令

(
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
)
及
び
種
々
の
デ
ク
レ

(decret)
の
権

(43)

（

44) 

威
は
憲
法
に
由
来
す
る
。
一
九
四
六
年
憲
法
は
、
国
際
条
約
を
制
定
法
の
上
位
に
置
い
て
い
た
。
条
約
は
、
公
式
の
通
告
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
修
正
さ
れ

(45)

（

46) 

ま
た
は
停
止
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
制
定
法
に
も
後
の
制
定
法
に
も
優
位
し
、
多
数
説
で
は
、
憲
法
そ
れ
自
身
に
も
優
位
す
る
、
と
さ
れ
た

A

憲
法

8
9
;
 
R
e
u
t
e
r
,
0
p
 
• 

.:it., 
2
3
.
 

(
3
5
)
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
 L
a
w
 a
n
d
 the N
a
t
i
o
n
a
l
 J
u
d
g
e
 8
9
 
L•Q. 

R., 4
8
7
,
 
at 4
9
8
;
 
B
e
h
r
,
 Directly 
applicable provisions 

o
f
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
 L
a
w
;
 T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 o
f
 a
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
Concept, 
1
8
 
I. 
C. L•Q. 

1
9
7
0
,
 
p. 
2
5
7
,
 
2
6
3
 ;
 B
l
e
c
k
m
a
n
n
,
0
p
.
 

合
p.
7
8
;

直
接
適
用
可
能
性
は
、
優
位
性
の
論
理
的
婦
結
で
あ
る
、
と
す
る
反
対
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。

L
a
violet-

te'Slanka, 
L
a
 collaboration 
entre 
le:; 
o
r
d
r
e
s
 juridictiones 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 et 
l'ordre 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
`
r
a
p
p
o
r
t
 

franfais, 
K. S. 
E. 
Vol. 1
3
,
 
1
9
7
1
,
 
II/ 4,
 
p. 
1
0
.
 

関
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第
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四
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第
二
号

フ
ラ
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五

0
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五
―
二
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の
で
あ
る
。

(47) 

同
様
に
、
新
憲
法
の
下
で
は
、
相
互
性
と
い
う
新
し
く
今
な
お
論
議
の
あ
る
要
素
を
条
件
と
し
て
、
条
約
は
通
常
憲
法
自
体
を
含
む
優
越
的
な
権
威
を

(48) 

帯
有
す
る
と
さ
れ
た
。
憲
法
と
の
抵
触
の
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
疑
義
あ
る
場
合
に
は
、
条
約
の
合
憲
性
の
問
題
は
条
約
が
批
准
ま
た

は
承
認
さ
れ
る
前
に
憲
法
評
議
会
に
こ
れ
を
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
憲
法
評
議
会
は
、
憲
法
を
修
正
し
て
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
な
批
准
が

(49) 

可
能
と
な
る
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
の
役
割

二
五

(50) 

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
裁
判
官
の
権
限
の
縮
小
は
、
強
固
に
確
立
し
た
司
法
部
の
自
制
と
、
権
立
分
立
原
理
の
厳
守
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

(
5
1
)
 

裁
判
官
は
「
法
」
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
「
法
」
の
実
質
的
合
憲
性
を
審
査
す
る
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判
所
及
び
通
常
裁
判
所
の
裁
判
官
た

ち
は
、
単
に
法
が
共
和
国
大
統
領
に
よ
っ
て
適
法
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
法
が
大
統
領
令
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
あ
る
。

裁
判
官
は
、
ま
た
、
制
定
法
が
な
お
有
効
で
あ
る
か
、
即
ち
同
位
あ
る
い
は
上
位
の
権
威
を
も
つ
新
し
い
法
の
公
布
に
よ
っ
て
そ
の
有
効
性
を
喪
失
し
た

か
否
か
を
審
査
す
る
。

立
法
府
を
拘
束
す
る
現
行
規
範
、
即
ち
憲
法
、
制
定
法
、
国
際
条
約
は
、
後
の
制
定
法
の
解
釈
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
後
法
が
明
示
的
に
前
法

(52) 

を
廃
止
し
て
い
な
い
と
き
、
裁
判
官
は
そ
の
よ
う
な
廃
止
は
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
調
和
的
解
釈
に
よ
っ
て
も
抵
触
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
、

(acte 
d
e
 g
o
u
v
e
r
n
m
e
n
t
)

と
み

後
の
制
定
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(53) 

こ
の
司
法
部
の
自
制
的
態
度
は
、
制
定
法
と
一
体
化
さ
れ
且
つ
制
定
法
と
同
様
に
裁
判
官
を
拘
束
す
る
、
ま
た
国
際
条
約
の
解
釈
と
の
関
連
に
お
い
て

(54)

（

55) 

も
、
こ
の
司
法
部
の
自
制
的
態
度
が
一
般
に
と
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
単
に
批
准
、
承
認
、
公
表
に
関
す
る
形
式
的
要
件
が
充
た
さ
れ
た
か
を
確
認
し
、

(57)

（

58) 

条
約
が
な
お
有
効
で
あ
る
か
を
も
審
査
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
官
は
、
条
約
の
批
准
承
認
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
議
会
が
そ
う
し
た
承
認
を
与

(59)

（

60) 

え
た
か
を
確
認
す
る
の
で
は
な
い
。
通
常
裁
判
所
も
行
政
裁
判
所
も
批
准
の
手
続
き
を
審
査
不
能
の
「
統
治
行
為
」

な
し
て
い
る
。
他
方
、
裁
判
所
は
、
相
互
性
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
調
査
す
る
権
限
を
暗
黙
裡
に
行
使
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
所

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（
五
ニ
―
-
）
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班

撼
111
回

痢
撼

11
口に

（
@
)
 

廷
澁
溢
荊
憾
押
冷
澁
溢
斗
〇
垢
朱
刈
,
.
.
.
.
)
ド
聡
回
起
Q
怜
択
咀

~I
科
，
遥
ヤ
心
リ
刈
如
澁

,....)P枷
¥
み
ふ
や
函
肉
゜

111-i:111
（関

1
回）

（器）

囲
継
ボ
函

Q
眺
涎
廷
＇
墜
蚕
心

⇒
只

巳
溢

臣
娼

弐
且

旦
晦

ぷ
報

弄
{Ilil

立
J

Q
要
旦
い
叫
図
袋
凹
器
躙
や
伶
心
゜
し
巳
溢
蓋
弄
距
述
'

1
築
旦
眺
縣
旦
匡

（器）
（芯）

ヤ
肉
妍
ド
e
臣
圏
如
太
淀
等
旦
字
溢
ヤ
肉
゜
唄
恕
報
弄
茫
竺
'
<
4
紺
斗

Q
臥
辻
如
如
ね
臣
澱
e
ぐ

如
宅

溢
ぷ

廻
-
<
Q
逹
葉
旦
慈
遜
⇒
P

V
心
刈
枷
廷
求

（坦）

泣
Q
眺
涵
旦

0
2
ド
皿
ふ
菰
出
如
患
↑
゜
染
誼
刈
詣
製
姐
茶
巽
要
ヤ
心
害

{n'
報
弄
距
送
「
巡
坦
廷
岩
紺
如
墜
丑
ヤ
肉
」
心
二
＇
応
祖
懺
旦
詣
今
＇
巡
垢

Q

駆
忌
如
痢
庄
ヤ
殴

S
P
蕊
肉゚

（箆）
1
兵

ば
く

臼
餌

IJ:I
IJ:I~

'T
reaties or a

g
r
e
e
m
e
n
t
s
 or a

g
r
e
e
m
e
n
t
s
 d
u
l
y
 notified or a

p
p
r
o
v
e
d
 shall, u

p
o
n
 their publication, 

h
a
v
e
 a
n
 authority superior to 

that of laws, 
subject 

for 
e
a
c
h
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 of 

treaty, 
to 

its 
application 

b
y
 
the 

other 

party', 
q
u
o
t
e
d
 
f
r
o
m
 Blau-stein-Flanz, 

Constitutions 
of 

the 
Countries of 

the 
W
o
r
l
d
,
 
O
c
e
a
n
a
 1973. 

（お）
H
a
m
o
n
,

note 
o
n
 C. 

C. 
30. 

12. 
1976, 

D. 
1977, 

202, 
204. 

（'c,5) 
J. 

Rideau, L'autorit6 des trait
あ

e
n
droit frani;ais, 

C. 
D. E. 

1975, 
p. 

608, 
628, 

for 
Ress, 

D
e
r
 R

a
n
g
 volkerrechtlicher 

Vertriige n
a
c
h
 f
r
a
n
z
o
s
i
s
c
h
e
m
 Verfassungsrecht, 3

5
 Z

a
o
R
V
,
 1975, 

p. 
445, 

4
6
0
 o
n
l
y
 
the Courts a

n
d
 the 

E
x
e
c
u
t
i
v
e
 
are 

addressees. 
Reuter, 

op. 
cit., 

40; 
Blondeau, 

L'application 
d
u
 droit 

Conventionnel p
a
r
 les 

iuridictions Jrani;aises. 
d
e
 

l'ordre 
iudiciare, 

in L'application 
d
u
 droit 

international p
a
r
 le 

j
u
g
e
 Frani;ais, 

p. 
43, 

61; 
contra 

Francescakis, 
R
e
-

m
a
r
q
u
e
s
 critiques 

s
u
r
 le 

role 
d
e
 la 

constitution 
d
a
n
s
 le 

conff,it 
entre 

le 
trait6 

et 
la 

loi 
interne 

d
e
v
a
n
t
 
les 

t
r
i
b
u
n
a
u
L
 

iudiciaires, 
R. 

C. 
D. 

I. 
P., 

1969, 
p. 

425. 

（宮）
D
o
n
n
e
d
i
e
u

d
e
 Vabres, 

L
a
 constitution 

d
e
 
1946 et 

le 
droit 

international, 
D

 1948, 
Chr. 

p. 
5. 

（号）
Preuss,

T
h
e
 relation o

f
 International L

a
w
 to 

internal l
a
w
 in 

the 
F
r
e
n
c
h
 
Constitutional 

system, 4
4
 A. J. 

I. 
L. 

1950, 

p. 
641. 

（:;;!) 
Rousseau, 

Droit 
international, 

p. 
40ff; 

Reuter, 
Droit 

international, 
p. 

66£. 

（尊）
Preuss,

op. 
cit., 

642ff; 
Reuter, op. 

cit., 
2
8
 ;

 Schilling, 
Volkerrecht 

u
n
d
 Staatliches 

R
e
c
h
t
 in 

Frankreich, 
H
a
m
b
u
r
g
 

1964, 
3£. 

（尊）
Cf.

generally 
E
d
g
a
r
 Reiners D

i
e
 N
o
r
m
e
n
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
 in 

d
e
n
 europiiischen 

Gemeinschaften, 
H
a
m
b
u
r
g
 
1971, 

p. 
79ff. 



（コ）
11
＜

祇
ざ

囲
包

俎
e
中
共
旦
謝
赳
ヤ
心
据
誕
噸
給
ド
ニ
内
゜

(~
) 

D
o
n
n
e
d
i
e
u
 d
e
 Vabres, op. 

cit., 
7. 

（等）
N
g
u
y
e
n

Q
u
o
c
 Dinh, L

a
 Constitution 

d
e
 1958 et 

le 
droit 

international, 
Rev. 

d
u
 droit 

public et 
d
e
 la 

science 
poli-

tique e
n
 F
r
a
n
c
e
 et 

a
 l'etranger, 

Vol. 
75 

(1959) 
p. 

515, 
552£, 

contra B
l
e
c
k
m
a
n
n
,
 Europarecht, 1976, 

p. 
165. 

（!;;,) 
Dinh, 

ibid. 
553£; 

Reuter, 
op. 

cit., 
note 

2, 
23, 

38. 

（芽）
Cf.

Decision of the Conseil constitutionnel of J
a
n
u
a
r
y
 15th 1975 declaring'la loi 

relative a
 !'interruption volontaire 

d
e
 la 

grossesse'not to 
b
e
 unconstitutional ;

 Rideau, L
e
 conseil constitutionnel 

et 
l'autorite 

superieure des 
traites 

en 

droit frani;ais, 
C. 

D. E. 
1975, 

p. 
608, 

620; a
n
d
 Ruzie, L

a
 Constitution Jrani;aise 

et 
le 

droit 
international 

(a 
propos 

d
e
 la 

decision d
u
 Constitutionnel 

d
u
 15 janvier 

1975, 
J. 

D. 
I. 

1975 Vol. 
102, 

p. 
249, 

254f). 

（等）
Article

5
4
 Constitution 

1958; C. 
C. 

19. 
6. 

70., 
J. 

0. 
21. 

6. 
70., 

p. 
5806. 

(fi5) 
Reuter, op. 

cit., 
note 2, 

26, 
27. 

(~
) 

D
u
v
e
r
g
e
r
,
 Institutions politiques et 

droit constitutionnel, 
Paris 1970, 

p. 
828f; Vedel, Droit administratif, 

Paris 
1968, 

p. 
241£; 

Pescatore, 
op. 

cit., 
note 

17, 
711, 

715. 

（器）
Comm_.

sup. 
d
e
 cassation in P

y
t
h
o
n
 v. 

B
a
u
m
a
n
n
,
 D. 

1933, 
J

 p. 
119; 

Cass. 
soc. 

18. 
5. 

71., 
C. 

F. 
D. 

T. 
v. 

Entreprise 

H
e
n
r
i
 Riboni, Bull. 

civ., 
1971, V, p. 

312. 
Reuter, op. 

cit., 
note 

2, 
39; 

Questiaux, 
L'application d

u
 droit 

international 

conventionnel p
a
r
 le 

Conseil d'Etat, 
ibid., 

63, 
at 

68. 

(~
) 

Reuter, op. 
cit., 

note 
2, 

32. 

（；；；）
Blondeau, op. 

cit., 
45. 

碑
）

Not,
however, the regularity of the 

notification: 
Cass. 

civ. 
25. 

1. 
77. 

R
e
y
r
o
l
 v. 

office 
d
e
 la 

Jeunesse d
e
 l'Arrondis-

Jement d
'
E
m
m
e
n
d
i
n
g
e
n
,
 J. 

D. I. 
1977, 

p. 
470£. 

（器）
D
e
h
a
u
s
s
y
,

in 
Clunet, 

Vol. 
87, 

(1960) 
p. 

702, 
706ff. 

（お）
Id.

708ff. 

（沼）
R
a
m
b
a
u
d
,
L

 e
 pa
r
l
e
m
e
n
t
 et 

les 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 internationaux d

e
 la 

F
r
a
n
c
e
 sous la 

V
 Republique, R. 

G. 
D. I. 

P. 
1977, 

「
l'¥11'

入
K
報
弄
距
旦
将
土
心
皿
盆
痴
お
求
梁
心
掴
据
贖
正
に
禅
終
口
口

Q
姐」

11
日
111

（日
1
ftj) 



匡
坦

撼
111
回

痢
撼

11Il忙
1
 lfR
回

（
阻

1
1く）

617, 
643. 

（忌）
Id.

661. 

(
g
)
 
Bergsten, 

C
o
m
m
u
n
i
t
y
 L

a
w
 in 

the 
F
r
e
n
c
h
 Courts 

1973, 
p. 

22£; 
R
a
m
b
a
u
d
,
 op. 

cit., 
662; 

R. 
Odent, 

Contentieux A
d
-

minijtratif, 
1970-71, 

p. 
124, 

recently 
affirmed 

b
y
 C
o
u
r
 d
e
 Cass. 

25. 
1. 

1977, 
Reyrol v. 

Office 
de la 

Jeunesse 
d
e
 L'-

Arrondissement d
'
E
m
m
e
n
d
i
n
g
e
n
,
 op. 

cit., 
note 

55, 
I
挙

以
華

弄
忌

俎
峠

苔
<
QIIIIE

函
廷
'ibid,

p. 
472. 

（
G
)
 
Trib. 

correctionnel d
e
 la 

Seine, 
IO. 

1. 
59, 

J. 
C. 

P. 
1960 11, 

Nr. 
11609, 

note A. 
Kiss, 

A. 
F. 

D. 
I. 

1960, 
1031f; 

C. 
E. 

6. 
4. 

65, 
Rec. 1965, p. 

741 ;
 Trib. a

d
m
i
n
.
 Paris, 6. 

4. 
65, 

Sieur X
:
 Rec. L

e
b
o
n
,
 741;

母
吋
起

Q
舟

並
苓

I
 ;:::::-¥J 

11
母

1＜匹
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 

11;:::::mQ挙
説
総
Q
令
¥
o
e
弄
彩
Q
廿
ゃ
＇
番
恕
斗
荊
艇
応

J心心...)~
(ex officio) 

:t:
途
+
<
赳
以
睾
l侭

や
共
匪
集
や
共

.;..!0
Males, 

L. 

C. 
P. 

1973 
II, 

17457; K
a
m
o
l
p
r
a
i
m
p
n
a
,
 R. 

F. 
D. 

A. 
1972, 

434; 
for 

critique 
of 

this 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
see 

Kiss, 
A. 

F. 
D. 

I. 

1960, 
1035; 

~
回
ギ
e
献
辻
廷
＇
報
弄
距
皿
祢
以
吋
。
ド
廷
＇
必
之
e
淀
辺
.
.
.
)
会
思
給
ふ
兵
P
2

終:,,
0

 
cf. 

e. 
g. 

C
o
u
r
 d'appel Nimes, 

22. 
5. 

1968, J. 
C. 

P. 
1969, 

II, 
16002. 

（器）
Blondeau,

op. 
cit., 

49£; 
Kiss, 

ibid.; see, 
however, Article 

4
 of 

the 
C
o
d
e
 Civil. 

（器）
Cass. 

Civ. 
28. 

3. 
6
2
：
荊
含
頴
闘
紐
報
弄

{!1!l
如
毎
嵌
ヤ
心
＇
悩
共
嶽
至

Q
憾
辻
旦
共
ニ
ド
征
氏
や
や
母
心
゜

Cass
Civ., 7. 

11. 
69, 

J. 
C. 

P. 
1970, 

16248. 

（ご）
Reuter,

op. 
cit. 

note 
2, 

pp. 
28, 

31 ;
 C. 

E. 
3. 

2. 
50. 

Rec. 
1950 ;

 Cass. 
Civ. 

14. 
12. 

54. 
J. 

C. 
P. 

1955, 
II, 

8540; 
~
憾

報
弄

悔
ti'

荊
忌
＇
囲
抵
啜
逗
心
眺
涵
ヤ
心

e
如
品
知
.
.
.
)
ド

2
¥
茶
＇
令

m
や
廷
＇
囮
薔
蓋
弄
距

e
択

捏
旦

氣
C
サ
・^

旦
終
。
ド
如
.
;
.
.
!
'
心
瞬
兵

兵
1'@0

cf 
Cass. 

Crim. 
30. 

6. 
1976, 

Proc. 
G
e
n
 et 

D
a
m
e
 Eisner Rosa, 

103 J. 
D. I. 

1976, 
903. 

（tis) 
Critical 

of 
this 

dis
しinction

is 
Mestre, 

L
e
s
 traites 

et 
le 

droit 
interne, 

R
d
C
 1931, 

IV, 
294, 

note 
1. 

回
’
f
'
¥

1
1

'~
 r<

報
弄
医
p
e
囲
抵
ボ
泣
e
送
蘊

1'It'->-
K
祗

告
五

嵌
e
捉
R

令
科

墜
則
e
溢

淀
終

痢
正

廷
'
1
1
躙
e
寂

誤
如

如
共

ふ
...),Uo

武
心

¢
匝

坦
活
e
坦
(
e
畢
渇
倍
七
e
語

器
ぷ

弄
森

如
1-'--

ヤ
1Ill
坦

み
ふ

桑
泣

心
瓶

心
匡
1
ざ

ヤ
心

9
J
A
P
尖

心 （お）。



二
五
五

さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
国
際
交
流
が
増
大
し
た
結
果
、
国
際
法
規
則
と
国
内
法
規
則
の
抵
触
問
題
の
存
在
が
よ
り
一
般
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

し
か
し
、
直
接
適
用
可
能
性
と
国
際
条
約
の
優
位
性
の
問
題
は
、
国
内
法
規
則
の
本
文
が
同
じ
対
象
を
規
律
し
て
い
る
条
約
の
本
文
と
抵
触
す
る
と
き

(
6
7
)
 

は
じ
め
て
関
心
を
も
た
れ
る
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
最
近
共
同
体
法
の
直
接
適
用
可
能
性
と
優
位
性
に
関
し
て
一
貫
し
て
と
っ
て
き
た
立
場
を

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
機
会
を
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
、
即
ち
「
権
限
に
基
づ
き
訴
訟
を
受
理
し
た
国
内
裁
判
官
は
全
て
、
共
同
体
法
を
全
面
的
に

適
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
に
与
え
ら
れ
る
権
利
を
保
護
す
る
義
務
を
負
い
、
共
同
体
規
則
よ
り
先
の
も
の
で
あ
れ
後
の
も
の
で
あ
れ
、
時
に
こ
れ
に

(68) 

反
す
る
こ
と
の
あ
る
国
内
法
規
は
一
切
こ
れ
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
」
。

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
従
来
維
持
し
て
い
た
態
度
を
決
定
的
に
修
正
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
先
の
よ
う
な
諸
原
理
を
受
入
れ
た
か
否
か
、
ま
た

そ
れ
は
ど
の
程
度
な
の
か
、
こ
れ
ら
を
こ
こ
で
検
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
は
、
私
権
が
引
き
出
さ
れ
る
と
い
わ
れ
、
か
つ
訴
訟
に
お
い

て
援
用
さ
れ
る
国
際
条
約
の
司
法
的
解
釈
と
、
公
共
の
利
益
に
関
す
る
条
約
の
解
釈
と
を
区
別
す
る
実
行
を
採
用
し
た
、
そ
し
て
こ
れ
は
学
説
に
よ
っ
て

(69) 

も
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
区
別
は
単
な
る
権
力
分
立
原
理
の
適
用
以
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
標
準
的
な
国
際
条
約
の
解
釈
に

つ
い
て
行
政
府
に
照
会
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
当
事
者
が
条
約
を
援
用
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
従
っ
て
国
内
法
と
の
抵
触
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
司

法
部
が
疑
義
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
行
政
府
へ
の
照
会
は
、
行
政
府
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
権
利
の
否
定
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
う

(70) 
る
。
他
方
、
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
は
、
し
ば
し
ば
、
条
約
か
ら
直
接
引
き
出
さ
れ
る
個
人
の
権
利
を
裁
判
官
が
容
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
、
ヨ

ー
ロ
ッ
。
＾
共
同
体
司
法
裁
判
所
に
共
同
体
法
の
解
釈
と
有
効
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
移
送
す
る
国
内
裁
判
所
が
、
国
内
法
と
共

同
体
法
と
の
一
致
に
つ
き
疑
義
を
有
し
て
い
て
、
共
同
体
法
か
ら
生
じ
る
個
人
の
権
利
を
こ
れ
に
抵
触
す
る
国
内
法
か
ら
保
護
す
る
決
意
を
示
す
の
で
あ

る
。
他
方
、

acte
clair
原
理
に
甚
づ
く
国
内
裁
判
官
に
よ
る
共
同
体
法
の
解
釈
は
、
国
内
法
を
共
同
体
法
に
優
位
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

(71) 

裁
判
官
は
次
の
よ
う
な
理
由
で
こ
れ
ら
の
抵
触
を
取
扱
う
こ
と
を
避
け
え
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、

E
E
C
法
は
優
位
性
条
項
を
含
ん
で
い
な
い
。
フ

(72) 

ラ
ン
ス
憲
法
は
共
同
体
法
の
優
位
性
を
明
確
に
は
う
た
っ
て
い
な
い
。
個
人
は
共
同
体
法
に
基
づ
く
自
分
達
の
利
益
の
司
法
上
の
保
護
を
求
め
る
権
利
を

き
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（
五
一
七
）



と
両
立
し
な
い
民
法
一
四
条
に
優
位
す
る
と
判
示
し
た
。

条
約
と
そ
れ
以
前
に
制
定
さ
れ
た
法
と
の
抵
触
は
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
い
て
稀
に
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
こ
の
型
の
抵
触
に
対
処
す
る
に
あ
た
り
、

(
7
3
)
 

裁
判
所
は
三
つ
の
相
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
た
。
条
約
を
法
と
同
位
の
も
の
と
み
な
し
て
「
後
法
は
前
法
を
廃
止
す
る
」
と
い
う
法
諺
を
適

用
す
る
か
、
あ
る
い
は
条
約
に
国
内
法
よ
り
高
い
権
威
を
与
え
る
か
、
さ
ら
に
は
二
つ
の
法
規
定
を
互
い
に
両
立
で
き
る
も
の
と
し
て
、
抵
触
を
避
け
る

と
い
う
方
法
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
解
決
が
み
い
だ
さ
れ
た
。

(74) 

第
一
の
方
法
の
古
い
例
は
、

Pratt
v. 
L
y
c
e
t
t
事
件
に
お
け
る
。
ハ
リ
控
訴
院
の
判
決
で
あ
る
。
合
衆
国
に
お
い
て
特
許
権
を
有
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人

が
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た
特
許
権
に
つ
い
て
、
自
己
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
フ
ラ
ン
ス
会
社
に
対
し
訴
訟
を
開
始

し
た
。
被
告
の
抗
弁
は
、
当
該
物
品
が
そ
れ
以
前
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
製
造
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
許
の
付
与
を
禁
止
す
る
と
の
一
八

四
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
拠
し
た
が
、
こ
れ
が
本
件
諸
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
て
で
あ
っ
た
。
原
告
側
は
、
そ
の
法
律
以
後
の
一
八
八
三
年
の
工
業
所

有
権
保
護
に
関
す
る
。
ハ
リ
条
約
を
援
用
し
て
勝
訴
し
た
が
、
当
該
条
約
は
立
法
府
に
よ
る
承
認
の
後
に
、
法
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
と
判
断
さ
れ
た
こ
と

(
7
5
0
)
 

に
な
る

(76) 

Fillinger 
v. 
P
r
e
f
e
t
 
d
e
 L
a
 L
o
i
r
e
事
件
に
お
け
る
モ
ン
プ
リ
ゾ
ン
民
事
裁
判
所
の
判
決
で
も
同
様
の
解
決
が
な
さ
れ
た
が
、

一
八
七
一
年
五
月
一

0
日
の
条
約
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
、
法
と
し
て
の
有
効
性
を
も
ち
、
そ
れ
が
民
法
典
と
一
致
し
な
い
場
合
で
す
ら
適
用
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
宣
告
さ
れ
た
。

(77) 

同
様
に
、

D
a
m
e
D
o
r
e
a
u
 v. 
M
o
r
e
a
u
事
件
に
お
い
て
破
毀
院
は
、

し
か
し
、
後
の
条
約
が
国
内
立
法
に
優
位
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
あ
る
要
件
を
充
た
す
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
と
き
に
は
あ
る
。

(78) 

ひ
と
つ
は
相
互
性
の
要
件
で
あ
る
。

V
e
u
v
e
A
t
l
i
m
a
s
 B
e
n
 M
o
h
a
m
e
d
 v. 
S
a
n
c
h
i
s
事
件
で
オ
ラ
ン
民
事
裁
判
所
は
、

A 

与
え
ら
れ
て
い
る
。

関
法

第
三
四
巻
第
二
号

国
内
法
と
後
の
条
約
と
の
抵
触

一
八
九
八
年
四
月
九
日
の

（
五
一
八
）

当
該
事
件
で
は
、

一
八
八
九
年
七
月
七
日
締
結
の
フ
ラ
ン
ス
11
ペ
ル
ギ
ー
間
条
約
が
、
そ
の
条
約

二
五
六



フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
、
作
業
中
の
事
故
で
亡
く
な
っ
た
ス
ペ
イ
ン
保
護
地
区
出
身
の
モ
ロ
ッ
コ
人
作
業
員
の
未
亡
人
が
、
そ
の
死
に
対
す
る
賠
償
を
請
求

し
た
事
件
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
間
に
相
互
性
に
関
す
る
特
別
条
約
が
な
い
の
で
、

(79) 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

(80) 

も
う
ひ
と
つ
の
要
件
は
、

Y
v
e
s
,
J
e
a
n
D
o
r
d
i
l
l
y
 
v. 
M
o
b
i
l
o
i
l
 N
o
r
d
 A
f
r
i
c
a
i
n
e
 
et 
autre
事
件
に
お
け
る
、
よ
り
新
し
い
パ
リ
控
訴
院
判
決
中

社
会
保
安
法
の
適
用
に
関
す
る
一
九
六
五
年
一
月
一
九
日
の
フ
ラ
ン
ス
1
1
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
間
の
条
約
は
、
そ
れ
が
作
業
中
の
事
故
を
規
律
す
る
一
八
八

八
年
法
の
一
四
条
及
び
一
五
条
で
具
体
化
さ
れ
た
管
轄
規
則
に
に
つ
い
て
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
ら
の
規
則
を
取
り
消
す
効

力
を
も
ち
え
な
い
、
と
判
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
条
約
が
国
内
法
規
定
を
取
り
消
す
効
力
を
も
つ
の
は
、
条
約
が
当
該
規
定
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る

(81)（

82) 

場
合
だ
け
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
は
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
第
二
番
目
の
解
釈
は
次
の
例
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
。

(83) 

K
a
l
m
a
n
o
v
i
t
c
h
 v. 
S
o
u
t
h
e
r
n
 R
a
i
l
w
a
y
事
件
で
七
ー
ヌ
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
即
ち
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
。
ハ
リ
ヘ
の
鉄
道
路
線
上
の
事

故
で
蒙
っ
た
損
害
に
対
す
る
原
告
の
賠
償
請
求
権
は
、
民
事
訴
訟
法
典
の
関
連
規
定
に
基
礎
づ
け
え
な
い
と
し
て
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
拒
否
し

た
。
蓋
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
旅
客
と
小
荷
物
に
関
す
る
国
際
関
税
協
定
が
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
そ
の
鉄
道
当
局
の
所
在

す
る
国
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
条
約
が
署
名
国
の
国
内
法
規
に
優
位
す
る
と
い
う
の
が
判
決
理
由

で
あ
っ
た
。

二
五
七

「
裁
判
所
は
、
明
確
且
つ
正

C
a
p
e
l
l
o
 
v. 
M
a
r
i
e
事
件
で
、
破
毀
院
は
、
営
業
財
産
の
イ
タ
リ
ア
人
所
有
者
が
、
営
業
上
の
賃
貸
借
に
関
す
る
一
九
二
六
年
六
月
三

0
日
法
の
規

定
に
従
え
ば
、
被
告
の
賃
貸
借
契
約
を
終
了
せ
し
め
て
い
な
い
、
蓋
し
、
イ
タ
リ
ア
法
上
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
同
様
の
特
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
、
と
し
た
下
級
審
の
決
定
を
破
棄
し
た
。
上
告
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
人
の
内
国
民
待
遇
に
つ
い
て
規
定
し
た
一
九
―
―

-0年
六
月
―
―
―

日
の
フ
ラ
ン
ス
1
1
イ
タ
リ
ア
間
条
約
の
第
二
条
に
よ
る
法
益
を
主
張
し
て
勝
訴
し
た
。
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。
即
ち
、

確
で
あ
っ
て
解
釈
の
要
の
な
い
国
際
条
約
の
条
項
を
、
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
文
言
通
り
に
適
用
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
約
の
権
威
は
国
内

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

に
み
い
出
せ
る
。

（
五
一
九
）

一
九
二
五
年
六
月
五
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
一
条
を
援
用



B
 

よ
り
最
近
の
事
例
、
パ
リ
大
審
裁
判
所
で
決
定
の
下
さ
れ
た
D
a
m
e
S
c
h
u
h
m
a
n
n
 
v•Dame 

S
a
u
n
d
e
r
s、P
o
l
a
k
事
件
で
は
、
原
告
は
、

年
に
ド
イ
ツ
軍
に
接
収
さ
れ
た
絵
の
返
還
を
、

ン
ス
に
お
け
る
適
用
を
排
除
し
て
い
る
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の
民
事
及
び
商
事
事
項
に
つ
い
て
の
管
轄
権
及
び
判
決
の
執
行
に
関
す
る
プ
ラ
ッ
セ
ル

条
約
二
条
及
び
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
裁
判
所
は
権
限
を
欠
い
て
い
る
、
と
申
立
て
た
。
裁
判
所
は
、
条
約
五
条
な
い
し
一
六
条
に
列
挙
さ
れ
る
措
置
に

含
ま
れ
な
い
戦
時
中
の
財
産
の
徴
発
は
、
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
提
訴
し
う
る
の
で
、
こ
の
問
題
を
取
扱
う
の
は
不
可
能
と
考
え
た
。
か
く
し
て
、
裁
判

(85~ 

所
は
、
国
内
法
に
対
す
る
条
約
の
優
位
性
を
認
め
る
に
つ
い
て
厳
格
な
仕
方
で
条
約
を
適
用
し
た
の
で
あ
る

第
三
番
目
の
「
抵
触
解
決
」
の
手
段
は
、
抵
触
そ
の
も
の
を
避
け
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
き
た
が
、
条
約
と

(86~ 

現
行
法
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
、
条
約
を
厳
密
に
解
釈
し
、
条
約
当
事
国
の
意
図
を
無
視
し
て
ま
で
そ
う
す
る
の
で
あ
る

こ
の
技
法
は
、
最
近

C
o
n
s
o
r
t
s
M
a
r
t
i
n
i
 v•Helene 

d
e
 C
r
e
y
s
s
a
c
事
件
で
も
用
い
ら
れ
た
。
シ
リ
ア
人
の
原
告
は
、
遣
言
者
の
第
二
の
妻
で
あ

る
被
告
に
有
利
な
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
遣
言
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
が
、
被
告
は
、
当
該
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
原
告

は
、
シ
リ
ア
法
が
相
続
に
適
用
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
パ
リ
控
訴
院
は
、
遣
言
者
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
難
民
の
地
位
に
あ
り
、
従
っ
て
た
と
え
シ
リ
ア

国
籍
を
保
持
し
て
い
た
と
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
法
に
従
う
と
述
ぺ
て
、
カ
リ
フ
ィ
カ
チ
オ
ン
の
抵
触
を
避
け
た
。
一
九
五
一
年
六
月
二
八
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
プ

条
約
に
は
一
切
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
破
毀
院
は
、
遺
言
者
が
通
常
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
従
う
べ
き
制
定
法
上
の
難
民
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

(
8
7
)
 

控
訴
院
判
決
を
支
持
し
た
。
条
約
は
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
遣
言
者
は
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
上
の
難
民
た
る
地
位
と
利
益
を
享
受
し
た
。

こ
こ
で
議
論
し
て
き
た
方
法
は
、
国
際
条
約
に
よ
り
高
い
権
威
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
除
外
す
れ
ば
、
条
約
と
国
内
法
と
の
同
視
の
原
則
に
依
拠
す
る
も

の
で
あ
る
、
そ
の
結
果
「
後
法
は
前
法
を
廃
止
す
る
」
の
法
諺
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
は
同
一
の
締
約
国
の
国
民
同
士
の
訴

（涎）

訟
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

条
約
と
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
国
内
法
と
の
抵
触

第
三
四
巻
第
二
号

(
8
4
)
 

法
の
そ
れ
に
優
位
す
る
」
。

関
法

二
五
八

（
五
二

0
)

一
九
四
五
年
四
月
ニ
―
日
の
命
令
に
基
づ
い
て
請
求
し
た
。
被
告
は
、
民
法
典
一
四
条
、

一
五
条
の
フ
ラ

一
九
四
〇



こ
と
が
、

の
中
で
、

条
約
と
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
国
内
法
と
の
間
の
抵
触
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
請
求
を
直
接
国
際
協
定
に
基
づ
か
し
め
る
こ
と
に
よ
り
勝
訴
し
て
き
た

(89) 

一
九
四
六
年
憲
法
制
定
の
前
後
に
決
定
の
下
さ
れ
さ
た
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
判
例
の
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。

ニ
ク
ス
控
訴
院
は
、

一
九
三
三
年
―
一
月
二
＿
―
-
日
の
鉄
道
物
品
運
送
に
関
す
る
ロ
ー
マ
条
約
に
基
づ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道
会
社
に
対
す

る
手
荷
物
損
害
賠
償
の
請
求
を
支
持
し
た
。
こ
の
請
求
は
、
裁
判
所
が
当
該
条
約
は
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
法
に
優
位
す
る
と
判
断
し
て
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち
「
ロ
ー
マ
条
約
は
国
際
条
約
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
条
約
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

(90) 

方
式
で
、
加
盟
国
が
脱
退
す
る
ま
で
は
、
通
告
を
与
え
て
後
も
、
加
盟
国
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

同
裁
判
所
で
の
一
九
四
七
年
―
一
月
―
一
日
の
も
う
ひ
と
つ
の
決
定
で
は
、

控
訴
審
に
お
い
て
、
ト
ル
コ
国
民
が
勝
訴
し
た
。
彼
は
、

二
五
九

不
動
産
賃
借
権
保
護
に
関
す
る
一
九
四
八
年
九
月
一
日
の
フ
ラ

一
九
四
三
年
二
月
九
日
の
判
決

一
九
二
六
年
の
商
業
財
産
法
の
下
で
占
有
侵
奪
に
対
す
る
賠
償
を
求
め
る

一
九
二
三
年
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
に
基
づ
く
内
国
民
待
遇
の
権
利
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
裁

判
所
は
明
確
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち
「
国
際
条
約
は
、
た
と
え
そ
れ
に
抵
触
す
る
国
内
立
法
が
後
に
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
国
内

(91) 

立
法
に
優
位
す
る
」
。
裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
新
憲
法
二
八
条
で
採
ら
れ
て
い
る
考
え
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
七
年
十
月
六
日
の
居
住
条
件
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
11
ペ
ル
ギ
ー
間
条
約
と
、
農
地
賃
貸
借
に
関
し
て
そ
の
後
に
布
告
さ
れ
た
命
令
と
が
抵
触
す

る
事
例
に
お
い
て
、
破
毀
院
は
、
命
令
が
、
外
国
人
を
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
免
除
し
て
い
る
国
際
条
約
を
援
用
し
う
る
外
国
人
に
は
影
響
を
与
え
な
い
と

(92) 

の
理
由
で
、
ベ
ル
ギ
ー
人
申
立
人
に
勝
訴
判
決
を
下
し
た
。

L
u
b
l
i
n
s
k
y
 v
•
D
a
n
i
e
l
事
件
で
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
は
、

を
免
除
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
か
ら
の
ロ
シ
ア
人
難
民
で
あ
る
原
告
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
賃
貸
し
て
い
る
不
動
産
か
ら
そ
の
フ
ラ
ン
ス

一
九
三
三
年
十
月
二
八
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
一
四
条
が
ロ
シ
ア
難
民
に
相
互
性
の
要
件

人
借
地
人
を
立
退
か
せ
る
権
利
を
認
容
し
た
。
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
立
退
か
せ
る
権
利
を
否
認
す
る
一
九
四
六
年
五
月
七
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
制

(93) 

限
規
定
は
従
っ
て
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

Jones,Dujardin 
v. 
T
o
u
r
n
a
n
t
 a
n
d
 H
a
u
s
s
y

車
江
什
で
ア
ラ
ス
民
事
裁
判
所
は
、

ン
ス
法
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
た
る
原
告
が
、
自
己
の
必
要
を
理
由
と
し
て
家
屋
の
占
有
を
回
復
す
る
た
め
フ
ラ
ン
ス
人
借
家
人
を

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（
五
ニ
ー
）



第
三
四
巻
第
二
号

一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
商
事
及
び
海
運
関
係
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
11
フ
ラ
ン
ス
間
の
条
約
中
の
最
恵

(94) 

l

九
四
六
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
よ
っ
て
後
の
国
内
法
に
す
ら
優
越
す
る
と
の
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る

A
l
l
a
h
verdi v
•
L
a
n
a
u
z
e事

件
で
。
ハ
リ
控
訴
院
は
、
同
じ
一
九
四
八
年
フ
ラ
ン
ス
法
が
一
九
三
三
年
十
月
二
八
日
の
先
行
す
る
難
民
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
に
従
位
す
る
効
果
を

有
す
る
と
宜
告
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
亡
命
者
た
る
原
告
が
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
て
い
た
住
み
家
に
再
び
戻
る
こ
と
を
認

め
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
二
六
条
は
、
た
と
え
国
際
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
法
に
反
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
法
と
し
て
の
効
力

(95) 

を
与
え
る
た
め
に
依
拠
さ
れ
た
。

破
毀
院
は
、

C
a
p
e
l
l
o
v. 
M
a
r
i
e
事
件
に
お
い
て
、

（
五
二
二
）

自
動
執
行
的
条
約
規
定
の
優
位
を
積
極
的
に
認
め
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
強
く
示
し
た
。

判
所
は
、
商
業
賃
貸
借
に
関
す
る
一
九

1

一
六
年
六
月
―
―

10日
の
法
律
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ク
リ
ア
人
原
告
が
、

同
裁

イ
ク
リ
ア
間
の
条
約
二
条
に
よ
っ
て
内
国
民
待
遇
の
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
、
被
告
の
賃
借
権
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
示

し
た
。
同
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
条
約
の
優
位
性
に
明
確
に
言
及
し
、
先
の
国
内
法
に
関
し
て
単
に
後
法
優
位
の
原
則
を
適
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
特
筆

に
値
い
す
る
。
破
棄
院
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち
、
「
裁
判
所
は
、
明
確
か
つ
正
確
で
あ
っ
て
解
釈
の
要
の
な
い
国
際
条
約
の
条
項
を
、
修
正
す

(96) 

る
こ
と
な
く
、
文
言
通
り
に
適
用
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
約
の
権
威
は
国
内
法
の
そ
れ
に
優
位
す
る
」

一
九
四
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
制
定
後
に
審
理
さ
れ
た
多
く
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
権
限
あ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
見
解
に
は
若
干
の
相
違

が
あ
る
。
一
九
三
八
年
十
一
月
十
二
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ク
レ
・
ロ
ア
の
下
で
の
刑
事
罰
を
含
む
一
連
の
事
件
の
中
の
最
初
の
事
件
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
国

民

Coll
な
る
者
の
有
罪
判
決
が
パ
リ
控
訴
院
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。

Coll
は
許
可
な
く
商
業
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
抗
弁
と
し
て
、
条

約
は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
二
七
条
及
び
二
八
条
に
よ
り
優
位
す
る
か
ら
、
許
可
と
い
う
要
件
を
課
し
て
い
な
い
一
八
六
二
年
一
月
七
日
の
フ
ラ
ン
ス
11
ス
ペ
イ

ン
間
の
条
約
は
デ
ク
レ
・
ロ
ア
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
え
な
い
、
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
デ
ク
レ
・
ロ
ア
の
規
定
が
条
約
と
両
立
し
な
い
範

囲
に
お
い
て
国
際
条
約
が
デ
ク
レ
・
ロ
ア
に
優
位
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
を
避
け
た
。
即
ち
、
裁
判
所
は
、
抵
触
の
存
在
を
否
定
す
る
こ

（
切
）

と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
ス
ペ
イ
ン
国
民
に
他
の
国
民
と
同
様
に
許
可
を
得
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ク
レ
・
ロ

国
条
項
が
、

立
退
か
せ
る
こ
と
を
認
め
た
。
同
裁
判
所
は
、

関
法

一
九
三

0
年
六
月
＝

l

日
の
フ
ラ
ン
ス
11

二
六

0



二
六

ア
が
ス
ペ
イ
ン
人
に
商
業
に
従
事
す
る
た
め
の
許
可
取
得
を
要
求
す
る
条
約
規
定
か
ら
決
し
て
逸
脱
し
て
い
な
い
、
と
考
え
た
。

C
o
l
一
の
湯
合
と
実
際
上
同
じ
状
況
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
別
の
ふ
た
つ
の
控
訴
院
は
、
デ
ク
レ
・
ロ
ア
の
規
定
が
特
別
な
状
況
の
下
で
は
適
用
さ
れ
な
い
と

(
9
8
)
 

規
定
し
て
い
る
同
様
の
フ
ラ
ン
ス
11
ス
ペ
イ
ン
間
条
約
に
基
づ
く
抗
弁
を
認
め
た
。
リ
ヨ
ン
控
訴
院
は
当
該
条
約
の
規
定
は
明
確
で
あ
り
、
な
ん
ら
解

釈
上
の
困
難
を
も
た
ら
さ
な
い
と
の
判
決
を
下
し
た
。
控
訴
院
は
、
条
約
の
優
位
性
の
根
拠
を
一
九
四
六
年
憲
法
の
二
六
条
及
び
二
八
条
に
お
い
て
い
た
。

(99) 

リ
オ
ム
控
訴
院
は
、
同
様
に
こ
れ
ら
の
憲
法
規
定
を
援
用
し
、
デ
ク
レ
・
ロ
ア
が
条
約
に
劣
後
す
る
と
判
決
し
た
。

(IOO) 

同
じ
よ
う
な
事
実
に
関
係
す
る
後
の
ふ
た
つ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
外
務
省
に
よ
る
国
際
文
書
の
拘
束
力
あ
る
解
釈
が
抗
弁
に
対
し
て
決
定
的
で
あ
っ

(IOI) 

例
え
ば
、
パ
リ
控
訴
院
と
セ
ー
ヌ
軽
罪
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
六
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
11
ス
ペ
イ
ン
間
条
約
及
び
一
九
―
―

-0年
八
月
二
七
日
の
フ
ラ

ン
ス
11
ル
ー
マ
ニ
ア
間
条
約
に
優
先
し
て
、
前
記
の
デ
ク
レ
・
ロ
ア
に
よ
る
有
罪
宣
告
を
支
持
し
た
。

公
法
に
関
連
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
事
件
に
お
い
て
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
は
、
租
税
請
求
に
対
す
る
ス
ペ
イ
ン
国
民
の
抗
弁
を
認
め
た
。
そ
の
抗
弁
は
、

一
八
六
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
11
ス
ペ
イ
ン
問
領
事
条
約
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、
憲
法

1

一
八
条
に
よ
っ
て
そ
の
条
約
が
一
九
四
四
年

通

十
月
十
八
日
の
命
令
に
優
位
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
上
記
で
議
論
し
て
き
た
事
例
の
考
察
に
よ
り
、
若
千
の
簡
単
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
即
ち
、
複

(Jel) 

雑
か
つ
部
分
的
で
不
確
か
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
国
際
条
約
の
優
位
性
の
承
認
に
向
け
て
進
化
が
行
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
が
あ

る
規
定
を
そ
の
性
質
か
ら
自
動
執
行
的
で
あ
る
と
認
め
る
際
に
は
、
少
な
く
と
も
単
に
私
的
権
利
及
び
利
益
の
み
に
関
す
る
と
き
に
は
、
直
接
国
際
条
約

一
九
四
六
年
及
び
一
九
五
八
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
よ
る
国
際
条
約
の
優
位
性
の
承
認
は
、
フ
ラ
ン

(105) 

ス
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
条
約
の
優
位
性
の
承
認
に
と
っ
て
、
付
加
的
で
、
実
際
上
時
に
は
単
に
支
援
的
な
根
拠
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

(
6
6
)
M
a
s
t
e
r
s
,
 
International L
a
w
 in 
national 
courts. 
A
 s
t
u
d
y
 
o
f
 the E
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 o
f
 International 
L
a
w
 in 
G
e
r
m
a
n
,
 

ssiss, 
F
r
e
n
c
h
 a
n
d
 B
e
l
g
i
a
n
 Courts, 1
9
3
2
,
 
p. 
1
3
6
;
 
Bergsten, op. cit••pp. 

2
0
f
f
,
 
5
0
f
f
.
 

(
6
7
)
R
u
z
i
e
,
 L
e
 j
u
g
e
 f
r
a
n
f
a
i
s
 et 
les 
actes 
des 
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
internationales, 
in !'Application 
d
u
 droit 
international 
p
a
r
 

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

に
基
づ
く
訴
訟
で
原
告
が
し
ば
し
ば
勝
訴
し
て
き
た
。

こ。t
 

（
五
ニ
―
―
―
)
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Entreprise 
H
e
n
r
i
 Riboni, 

Bull. 
civ. 

1971, 
V. 

312. 

（お）
25.

6. 
74, 

]. 
D. 

I., 
1975, 

330, 
note 

Deby-Gerard. 

（為）
G
o
u
r
d
e
 Paris, 26. 

3. 
52., 

S. 
1952, 

2, 
171; Kiss, op. 

cit., 
542; 

Trine v. 
Trine, 

Trib. 
de g

r
a
n
d
e
 instance d

e
 la 

Seine, 

7. 
12. 

64, 
A. 

F. 
D. 

I, 
1965, 

944
；

鱈
暉

露
芦

嗅
応

'
9

)
譴

畔
応

繹
五

姻
吟

噸
匪

:
¥

,
)

~
° 

Cie. 
In-

d
e
m
n
i
t
y
 M

a
r
i
n
e
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n
s
u
r
a
n
c
e
 et 

Cie 
C
y
r
n
o
s
 v. 

Cie 
generate transatlantique, 

Trib. 
d
e
 C

o
m
m
e
r
c
e
 d
e
 la 

Setne 9. 
7. 

64., 

A. 
F. 

D. 
I., 

1965, 
943. 

（為）
1,=:;:回

1＜
母
字
鯰
弄
翠
坦
以

0
年
廷
＇
私
e
ヂ
Q
如
~
~
0

Waelbroeck, op. 
cit., 

note 
23, 

p. 
256ff. 

(~
) 

F
r
e
n
c
h
 National R

a
i
l
w
a
y
 C
o
m
p
.
 
v. 

C
h
a
v
a
n
n
e
s
,
 12 I. 

L. 
R. 

266. 

CO:) 
Chonchol v. 

D
a
m
e
 Vita, 

14 I. 
L. 

R. 
3. 

(g:J) 
11. 

7. 
47, 

Verbrigghe v. 
Bellest 

14 I. 
L. 

R. 
160. 

（器）
27.

10. 
1949, 

16 I. 
L. 

R. 
311. 

（苫）
2.

2. 
51, 

18 
I. 

L. 
R. 

434. 

（器）
20.

2. 
1954, 

21 
I. 

L. 
R. 

1. 

（器）
Op. cit., 

note 8
4
；
怜
坦
ざ
憾
緑
艇
測
e
冨

睾
逹

心
雫

ヤ
心

押
苓

苅
挺

瓢
迦

鍬
孟

忍
罷

ド
巡

’
中

倒
的

桐
糾

愈
ふ

共
心

9
)
ぷ
悩
心
廷
＇

,
J
Q
~
•
r
-
終
獣
海
e
坤
鼻
ぺ
ふ
共
終
ニ
嘴
屯
＇
中
兵
辻
起
兵

C
ド
拝
赳
e
似
涵
兵
兵
肉

9J
心
や
側
全
ド
ニ
内
゜

「
1'11'

，、
K
報
弄
距
以
将
土
心
皿
宙
痴
し
ヒ
磁
捩
心
恒
据
痢
正
に
禅
終
口
口

Q
甜」

111<111 
（日

11
ば）



E

E

C
条
約
の
発
効
は
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
で
の
手
続
上
の
法
的
地
位
に
関
し
て
、
国
際
条
約
に
つ
い
て
の
確
立
し
た
規
則
に
重
要
な
変
化
を
も

(106} 

た
ら
し
た
。

E

E

C
条
約
と
そ
の
下
で
制
定
さ
れ
た
規
則
は
直
接
個
人
に
影
響
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
現
象
は
決
し
て
例
外
的
な
も

(101) 

の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
共
同
体
法
は
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
よ
る
外
交
的
解
釈
に
従
う
の
で
は
な
く
、
国
内
裁
判
所
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
司
法

裁
判
所
双
方
の
協
力
を
包
括
す
る
司
法
解
釈
制
度
を
用
い
る
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
よ
り
考
え
出
さ
れ
た
優
位
性
規

関
法

五、

第
三
四
巻
第
二
号

(

9

7

)

五
二
条
を
援
用
す
る
調
和
的
解
釈
原
則
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。

R
o
u
s
s
e
a
u
,
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
g
c
n
c
r
a
u
x
 
d
u
 droit 
interna, 

tional public, 
Vol. 
1, 
1944, 
para. 
2
6
8
;
 C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
e
s
c
o
,
 op. cit••277, 

286f. 

(
9
8
)
1
6
.
 2. 
1952, 
M
i
n
i
s
t
e
r
e
 P
u
b
l
i
c
 
v. 
S, 
1
9
 I・ 

L. 
R. 341. 

(
9
9
)
1
1
.
 2. 
1952, 
M
i
n
.
 Public. 
v. 
Cot,Riera, 
1
9
 I. 
L. 
R. 
1
 ;
 also 
Trib. 
correctionnel d
e
 la 
Seine, 
27. 
12. 
1962, 
M
i
n
.
 
P
u
b
,
 

tic 
v. 
S
c
i
a
m
a
 et 
S
o
u
s
s
a
n
,
 
G
a
z
.
 Pal. 
1963, I
,
 

1
9
9
;
 
A. F•D. 

I
.
,
 

1963, 
p. 
979. 

(
l
o
o
)
p
f
l
o
e
s
c
h
n
e
r
,
 
L
e
s
 dispositions 
d
e
 l
a
 
Constitution 
d
e
 1
9
4
6
 s
u
r
 la 
p
r
i
m
a
u
t
c
 d
u
 droit international et 
l
e
u
r
 elf et 
s
u
r
 l
a
 

situation 
d
e
s
 c
t
r
a
n
g
e
r
s
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 s
o
u
s
 
l
a
 IV• 

R
c
p
u
b
l
i
q
u
e
,
 
Paris, 
1961, 
p
p
.
 

158ff. 

(
1
0
1
)
2
.
 3. 
54, 
M
i
n
.
 P
u
b
l
i
c
 
v. 
Carillo,Frontello, 
2
1
 
I. 
L. 
R. 
281. 

(
1
0
2
)
4
.
 
12. 
1954, 
M
i
n
.
 P
u
b
l
i
c
 v•G. 

a
n
d
 a
n
o
t
h
e
r
"
2
1
 I
.
 

L. 
R. 284. 

(
1
0
3
)
1
9
.
 7. 
1948, 
P
e
r
c
e
p
t
e
u
r
 d
u
 l
"
 A
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 d
e
 P
a
r
i
s
 
v. 
Salichs, 
1
5
 I
.
 

L. 
R. 3. 

(104)

特
に
、
下
級
裁
判
所
で
判
決
の
下
さ
れ
た
事
件
の
一
層
の
説
明
は
、
次
の
も
の
を
参
照
。

C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
e
s
c
o
,
0
p
.
cit., 
p. 
291, 
n
o
t
e
 8
3
;
 

幾
人
か
の
著
者
は
、
時
間
的
に
抵
触
す
る
国
内
法
が
条
約
に
先
行
し
よ
う
と
後
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
条
約
の
優
位
性
を
主
張
す

る。

V
e
d
e
l
,
M
a
n
u
e
l
 c
l
c
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
 droit 
constitutionnel, 
p. 
5
2
6
"
R
e
u
t
e
r
,
 
Institutions internationales, 
p. 
1
4
7
;
 R
o
u
s
、

s
e
a
u
,
0
p
.
 
cit., 
n
o
t
e
 41, 
p. 
5
0
;
 L
u
s
s
a
n
 a
n
d
 M
a
r
t
i
n
,
 
L
a
 C
E
E
,
 s
o
u
r
c
e
 d
e
 droit, 
D
.
 
1957, 
111, 
114. 

(
1
0
5
)
R
i
d
e
a
u
,
 op. 
cit., 
n
o
t
e
 38, 
6
1
5
 ;
 Bl
o
n
d
e
a
u
,
0
p
.
 
cit., 
n
o
t
e
 
38, 
61. 

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
共
同
体
法
の
位
置

二
六
四

（
五
二
六
）



(108) 

則
が
、
五
五
条
の
憲
法
上
の
抵
触
規
則
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
。
最
後
に
、
共
同
体
諸
条
約
の
範
囲
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
主
権
の
残
滓
的
措
置
で
あ
る

(109) 

相
互
性
と
い
う
伝
統
的
要
素
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
展
開
及
び
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
対
応
は
、
以
下
で
考
察
す
る
。

共
同
体
法
の
直
接
的
効
果

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
司
法
裁
判
所
は
、
加
盟
国
の
裁
判
所
に
、
各
国
の
憲
法
規
定
に
従
っ
て
、
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
に
由
来
す
る
個
人
の
権
利

(llO) 

を
保
護
す
る
よ
う
、
確
固
と
し
て
、
ま
た
繰
り
返
し
要
請
し
て
き
た
。

(111) 

E
E
C
規
則
を
条
約
そ
の
も
の
と
同
視
し
か
つ
条
約
を
国
内
法
と
同
視
す
る
こ
と
は
、
幾
人
か
の
法
律
家
に
疑
い
を
も
っ
て
み
ら
れ
て
き
た
、
蓋
し
、

(112) 

共
同
体
の
法
律
家
は
一
般
に
共
同
体
法
は
そ
れ
本
来
の
性
質
に
よ
り
優
位
す
る
と
の
見
解
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ア
プ
ロ

ー
ち
は
、
共
同
体
諸
規
則
を
国
内
法
秩
序
の
一
部
と
し
て
速
や
か
に
承
認
す
る
こ
と
、
及
び
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

(113) 

を
促
進
し
て
き
た
。

通
常
裁
判
所

パ
リ
の
給
与
労
働
者
の
老
齢
保
険
年
金
に
関
す
る

N
a
n
i
v. 
Caisse 
(d'assurance 
vieillesse 
d
e
s
 travailleurs 
salaries 
d
e
 Paris)

事
件

(111) 

で
、
パ
リ
控
訴
院
は
、

E
E
C
規
則
三
の
直
接
適
用
可
能
な
規
定
が
、
イ
ク
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
両
制
度
に
継
続
し
て
支
払
い
を
し
て
い
た
イ
ク
リ
ア
人

労
働
者
の
老
齢
保
険
金
の
計
算
方
式
に
関
し
て
、
そ
れ
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
11
イ
タ
リ
ア
間
の
条
約
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
、
と
苦
も
な
く
判
断
し
た
。
当

該
裁
判
所
の
見
解
か
ら
、
そ
の
規
則
が
条
約
と
同
一
視
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
黙
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
審
た
る
社
会
保
障
委
員
会
で
審
理
さ
れ
た
事
件
で
、

A 

一
定
の
在
住
要
件
を
充
た
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
す
る
被
用
者
の
た
め
の
社
会
保
障

給
付
を
、
依
然
と
し
て
設
定
し
て
い
る
一
九
六
一
年
九
月
二
二
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
対
し
て
、
共
同
体
規
則
が
優
位
す
る
、
と
の
裁
定
が
下
さ
れ
た
。
本

委
員
会
は
、
共
同
体
規
則
に
基
づ
く
オ
ラ
ン
ダ
人
請
求
人
の
訴
え
を
認
め
た
、
も
っ
と
も
彼
の
訴
え
は
、

⑲
 

ダ
間
条
約
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
カ

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

二
六
五

（
五
二
七
）

一
九
五

0
年
一
月
一
日
の
フ
ラ
ン
ス
11
オ
ラ
ン



則
が
、

と
主
張
し
た
。

第
三
四
巻
第
二
号

N
a
n
i
事
件
で
は
、

破
毀
院
は
、

共
同
体
規
則
を
憲
法
五
五
条
と
結
び
つ
け
て
、

E
E
C
条
約
そ
の
も
の
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
、
規
則
三
の
優
位
性
を
確
立
す
る

と
判
断
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
。
ハ
リ
の
裁
判
所
を
同
一
の
結
果
に
導
い
た
の
は
、
異
な
る
結
び
つ
け
に
よ
る
判
決
理
由
で
あ
っ
た
、
即
ち
、
共
同
体
法
秩

一
八
九
条
の
二
、
及
び
ニ
―
九
条
に
よ
る
、
そ
し
て
同
時
に
、
憲
法
五
五
条
の
下
で
の
条
約
の
優
位
性
か
ら
く
る
、

同
様
に
、
規
則
三
は
ペ
ル
ギ
ー
人
労
働
者
に
適
用
さ
れ
、
社
会
保
障
法
の
あ
る
規
定
と
抵
触
す
る
範
囲
で
、
そ
れ
に
優
位
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
フ
ラ

ン
ス
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
言
及
し
て
い
る
一
九
四
八
年
一
月
一
日
の
フ
ラ
ン
ス
11
ベ
ル
ギ
ー
間
の
議
定
書
は
、

E
E
C
規
則
の
適
用
を

(117) 

妨
げ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
蓋
し
、
そ
れ
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
に
適
用
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

上
記
の
事
件
に
お
け
る
。
ハ
リ
裁
判
所
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
破
毀
院
が
初
め
て
最
終
的
に
確
認
し
た
の
は
、
R
a
m
e
l
事
件
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の

事
件
で
は
、
憲
法
五
五
条
に
よ
る
共
同
体
規
則
の
優
位
性
と
い
う
唯
一
の
理
由
か
ら
、
共
同
体
規
則
が
フ
ラ
ン
ス
租
税
法
に
優
位
し
て
適
用
さ
れ
た
の
で

(118) 

あ
る
。

(119) 

こ
の
原
則
は
、

Guerrini
事
件
で
そ
の
後
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
発
展
し
た
。

エ
ク
サ
ン
プ
ロ
バ
ン
ス
控
訴
院
は
、
商
行
為
上
の
詐
欺
に
関
す
る
一
九

0
五
年
八
月
一
日
法
を
実
施
す
る
一
九
三
九
年
六
月
一
五
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ク
レ
の
下
で
、
商
行
為
上
の
詐
欺
の
か
ど
で

Guerrini
に
有
罪
を
宣
告

し
た
。

Guerrini
は
、
そ
の
品
質
に
合
わ
な
い
等
級
で
卵
を
販
売
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
上
告
に
際
し
て

Guerrini
は
、
当
該
デ
ク
レ
と
そ
の
罰

刑
事
上
の
制
裁
を
定
め
て
い
な
い
多
く
の
理
事
会
規
則
や
委
員
会
規
則
に
よ
っ
て
、

も
は
や
効
力
を
有
し
な
い
、

R
a
m
e
l
事
件
で
自
ら
が
用
い
た
の
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
五
五
条
の
条
約
の
優
位
と
い
う
憲
法
上
の
根
拠
に
は
、
ほ
ん
の
簡
単
に
言
及
し

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
破
毀
院
は
、
こ
れ
ら
の
規
則
が
、

E
E
C
条
約
一
八
九
条
の
二
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
拘
束
力
が
あ
り
、
自
動
執
行
的
で
あ
る
と
の

(laJ) 

見
解
を
採
用
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
結
局
、
そ
れ
ら
の
規
則
が
国
内
法
に
優
位
し
て
、

Guerrini
は
釈
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(121)

（

122) 

他
方
、
共
同
体
命
令
に
対
す
る
司
法
の
態
度
は
、
司
法
裁
判
所
や
ペ
ル
ギ
ー
の
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
ク
に
よ
っ
て
採
ら
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
対
比

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
若
干
の
留
保
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
申
告
の
な
い
禁
制
品
の
輸
入
に
対
す
る
一
九

0
五
年
八
月
一
日
法
、
及
び
関
税
法
に
よ
り
、

序
の
性
質
そ
の
も
の
、
特
に
五
条
、

(116) 

共
同
体
規
則
の
優
位
で
あ
っ
た
。

関
法

1

一
六
六

（
五
二
八
）



二
六
七

商
行
為
上
の
詐
欺
に
問
わ
れ
た

A
i
m
な
る
者
の
有
罪
宣
告
は
、
一
九
六
九
年
―
二
月
一
七
日
の
委
員
会
命
令
が
、

E
E
C
条
約
一
八
九
条
所
定
の
規
則

(123) 

や
決
定
と
異
な
っ
て
、
実
施
の
た
め
の
法
規
を
欠
く
と
き
に
は
、
国
内
法
を
修
正
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
理
由
で
支
持
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
法
規
の
呼
称
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
が
法
規
の
直
接
的
な
効
果
を
決
定
す
る
と
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
、
フ
ラ
ン
ス

(121) 

諸
裁
判
所
が
今
ま
で
の
と
こ
ろ
明
確
に
は
受
入
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

共
同
体
諸
条
約
そ
の
も
の
の
規
定
の
直
接
適
用
は
、
司
法
裁
判
所
あ
る
い
は
行
政
裁
判
所
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
問
題
を
提
起
し
な
か
っ
た
。

A
g
e
n
c
e

J. 
C
a
r
m
o
n
a
 S
.
 

A. v
 M
a
d
i
m
p
e
x
事
件
で
、
被
告
会
社
は
、
英
国
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
ス
コ
ッ
チ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
輸
入
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
そ
れ
を
販
売
し
た
こ
と
で
、
専
属
代
理
店
契
約
に
違
反
す
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
不
正
競
争
法
上
有
責
と
認
定
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、

E
E
C
条
約
八

五
条
を
解
釈
し
て
、
同
条
が
、
共
同
体
外
に
あ
る
商
品
を
フ
ラ
ン
ス
会
社
と
イ
ギ
リ
ス
会
社
が
取
引
し
た
場
合
に
は
、
抗
弁
と
し
て
適
用
で
き
な
い
と
判

(125) 

断
し
た
。
同
じ
条
約
規
定
が
、
パ
リ
控
訴
院
で
の
多
く
の
事
件
で
争
点
と
な
っ
た
。
条
約
八
五
条
は
、
そ
の
遵
守
が
公
け
の
政
策
上
要
求
さ
れ
る
規
則
を

含
ん
で
い
る
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
契
約
当
事
者
は
、
そ
の
契
約
が
共
同
市
場
に
お
け
る
競
争
を
制
限
し
て
お
り
、
従
っ
て
八
五
条
に
違
反
す
る
と

(126) 

き
に
は
、
当
該
契
約
の
無
効
を
証
明
す
る
た
め
に
八
五
条
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
裁
判
所

(127) 

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
に
よ
る
共
同
体
法
の
適
用
に
関
す
る
事
例
は
、

S
.

N. 
C. 
F. 
(
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道
会
社
）
事
件
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道
会
社
と
の
協
定
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
は
、
国
家
が
立
法
な
い
し
は
規
則
で
租
税
の
賦
課
ま
た
は
そ
の
変
更
を
な
し
た
と
き
、
そ

れ
か
ら
生
じ
る
所
得
の
損
失
に
つ
い
て
、
当
該
会
社
に
補
償
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鉱
共
同
体
条
約
七

0
条
及
び
一
九
五
五
年

三
月
ニ
―
日
の
構
成
国
政
府
常
設
代
表
に
関
す
る
協
定
の
効
力
に
従
っ
て
、
一
定
の
運
賃
の
割
引
が
国
有
鉄
道
会
社
に
と
っ
て
収
益
の
減
少
を
も
た
ら
し

た
。
問
題
は
、
条
約
が
立
法
な
い
し
規
則
で
採
択
さ
れ
た
条
文
と
同
一
視
さ
れ
る
か
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
国
家
は
補
償
を
支
払
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
ク
は
、
こ
の
問
題
に
肯
定
的
に
解
答
し
、
国
際
条
約
は
憲
法
五
五
条
に
よ
り
法
の
効
力
を
有
し
て
お
り
、
フ

ラ
ン
ス
当
局
か
ら
発
せ
ら
れ
る
法
規
と
同
一
条
件
で
国
有
鉄
道
会
社
を
拘
束
す
る
、
と
判
示
し
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

(2) 

（
五
二
九
）



き
選
択
へ
の
重
要
な
変
化
を
示
し
て
い
る
。

、。＇＞ 
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(128) 

事
件
で
、

Societe 
d
e
s
 E
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 Petitjean 
et al 

一
九
六
二
年
四
月
四
日
の
理
事
会
規
則
一
九
、
同
年
六
月
二
〇

（五――

10)

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
は
E
E
C
条
約
九
一
条
及
び
九
四
条
に
解
釈
を
与
え
た
。
主
張
さ

れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
条
項
違
反
を
根
拠
と
す
る
、
デ
ク
レ
の
無
効
申
立
を
棄
却
し
て
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
ら
の
条
項
が
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
に
提
訴

さ
れ
た
訴
訟
を
有
利
に
導
く
た
め
に
、
有
効
に
主
張
し
う
る
法
規
範
を
そ
れ
自
身
で
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
宜
告
し
た
。

S
i
e
u
r
 G
a
r
o
t
 et 
Societe 
d
u
 J
o
u
r
n
a
l
^
L
e
 P
o
i
n
t
'
v
.
 
M
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l'Interieur
寧
F

此
り
で
は
、
パ
リ
仔
打
政
裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
月
刊

誌

L
e
P
o
i
n
t
の
あ
る
一
版
の
発
行
を
禁
止
す
る
内
務
省
令
の
無
効
を
求
め
る
ペ
ル
ギ
ー
人
申
立
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
裁
判
所
は
、
憲
法
五
五
条
に

よ
り
E
E
C
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
法
秩
序
の
中
で
最
高
位
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
の
、
条
約
七
条
は
出
版
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
一
八
八

(129) 

一
年
七
月
二
九
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
は
条
約
規
定
に
反
し
な
い
、
と
の
見
解
を
採
っ
た
。

他
方
、
共
同
体
規
則
や
共
同
体
命
令
の
自
動
的
適
用
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
に
お
い
て
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
真
剣
に
受
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
な

C
o
m
i
t
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
 d
e
 la 
M
e
u
n
e
r
i
e
 d
'
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 a
n
d
 others
事
件
で
は
、

日
の
同
一
二
七
、
並
び
に
同
年
の
委
員
会
規
則
九
一
に
照
ら
し
て
、
小
麦
の
製
粉
に
対
し
て
支
払
う
国
税
を
定
め
た
一
九
六
三
年
七
月
三
日
の
デ
ク
レ
が
、

当
該
諸
規
則
に
適
合
し
な
い
と
の
理
由
で
無
効
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
単
に
フ
ラ
ン
ス
当
局
の
明
示
意
思
に
よ
る
製
粉
料
の
確

(130) 

定
に
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
寵
接
適
用
性
は
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
。
コ
ン
セ
イ
ュ
・

デ
ク
が
、
法
の
合
憲
性
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
官
で
は
な
い
と
の
理
由
で
、
理
事
会
規
則
一
九
と
抵
触
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
規
定
を
優
位
さ
せ
た
S
e
m
o
u
,

(131) 

les
事
件
で
の
判
決
は
、
し
ば
し
ば
、
共
同
体
法
の
優
位
性
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
共
同
体
法
の
権
威
が
明
白
に
承

認
さ
れ
た

Societe
L
e
 C
o
m
p
t
o
i
r
 agricole 
d
u
 P
a
y
s
 b
a
s
,
n
o
r
m
a
n
d
事
件
で
の
同
裁
判
所
の
判
決
は
、
た
と
え
制
限
さ
れ
て
は
い
て
も
、
よ
り
良

原
告
の
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
カ
ー
ン
行
政
裁
判
所
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
、
コ
ン
七
イ
ユ
・
デ
ク
が
取
扱
っ
た
。
こ
の
事
件
で
の
請
求
は
、
穀

物
輸
出
許
可
を
得
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
商
品
の
輸
出
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
目
的
で
支
払
わ
れ
た
寄
託
金
の
償
還
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
農
務

関
法

二
六
八



大
臣
が
黙
示
的
に
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
控
訴
人
は
、

二
六
九

一
九
六
二
年
七
月
二
五
日
の
委
員
会
規
則
八
七
が
、
そ
れ
が
実
施
す

る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
同
年
四
月
四
日
の
理
事
会
規
則
一
九
に
合
致
し
な
い
、
と
申
立
て
た
。
規
則
一
九
は
、
輸
出
許
可
を
確
保
す
る
た
め
に
支
払

わ
れ
る
寄
託
金
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
輸
出
し
え
な
か
っ
た
際
の
そ
れ
の
没
収
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
は
、
こ

の
問
題
が
た
と
え
申
立
て
ら
れ
た
よ
う
な
不
一
致
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
状
況
の
何
如
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
当
な
共
同
体
機
関
の
権
限
に
属
す
る
も
の

で
あ
る
と
宣
言
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
が

0.
N. I. 
C.
の
責
任
も
フ
ラ
ン
ス
国
家
の
責
任
も
発
生
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
、
蓋
し
こ
れ
ら
の
規
定
は

E

(131) 

E
C
条
約
一
八
九
条
に
よ
っ
て
両
者
の
い
ず
れ
を
も
拘
束
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
の
見
解
を
採
っ
た
。

よ
り
最
近
の

S
i
e
u
r

Hill
事
件
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
再
び
、
直
接
適
用
可
能
な
二
次
的
共
同
体
法
へ
の
接
近
に
極
端
に
慎
重
で
あ
る
こ
と
を

(133) 

示
し
た
。
同
裁
判
所
は
、

Hill
氏
に
国
外
退
去
を
命
じ
た
ア
ル
プ
ド
ゥ
オ
ー
ト
プ
ロ
バ
ン
ス
県
知
事
並
び
に
マ
ル
セ
イ
ユ
行
政
裁
判
所
の
決
定
を
取
消
し

た
。
こ
の
取
消
し
は
、

Hill
氏
が
、
一
九
六
四
年
二
月

1

一
五
日
の
理
事
会
命
令
六
四
ー
ニ
ニ
―
を
実
施
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
一
九
七

0
年
一
月
五
日

の
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ク
レ
の
下
で
、
訴
訟
手
続
を
な
す
権
利
を
否
定
さ
れ
た
と
の
事
実
を
理
由
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
命
令
六
条
は
、

緊
急
の
場
合
を
除
く
外
、
入
国
及
び
在
住
許
可
の
拒
否
を
正
当
化
す
る
公
序
、
公
安
あ
る
い
は
公
衆
衛
生
に
基
づ
く
理
由
を
通
知
す
る
訴
訟
手
続
上
の
義

務
を
課
し
て
い
た
。
コ
ン
七
イ
ユ
・
デ
ク
は
、
そ
の
決
定
を
命
令
の
直
接
的
効
果
に
基
づ
か
し
め
ず
に
、
従
っ
て
、

E
E
C
条
約
四
八
条
三
項
の
適
用
範

囲
に
関
係
す
る
、
共
同
体
裁
判
所
の
多
く
の
判
例
を
完
全
に
無
視
し
て
、
遺
憾
に
も
理
事
会
命
令
に
単
に
言
及
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
と
E
E
C
条
約
一
七
七
条

一
七
七
条
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
先
行
判
決

(
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
r
u
l
i
n
g
)
 

の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
国
際
公
序
に
関
す
る
事
項
と
私
権
に
関
す
る
事
項
と
の
区
別
は
、

E
E
C
条
約
一
七
七
条
の
条
文
に
よ
り
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
。

多
く
の
条
約
規
定
は
二
重
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
両
方
の
事
項
に
関
係
し
て
い
る
。
司
法
部
と
行
政
府
の
権
限
を
分
割
す
る
伝
統
的
で
実
質
的

な
し
か
し
決
し
て
明
確
で
は
な
い
基
準
が
、
同
様
の
本
質
的
に
手
続
上
の
基
準
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
こ
れ
が
共
同
体
裁
判
所
と
国
内
裁
判
所
の
関
係
を

規
律
し
て
い
る
。
即
ち
、
上
級
の
諸
裁
判
所
は
共
同
体
裁
判
所
に
付
託
す
る
義
務
が
あ
り
、
他
の
裁
判
所
は
共
同
体
裁
判
所
に
付
託
す
る
裁
量
的
権
限
を

B
 

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（五一――-）

の
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
で
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
多
く
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有
す
る
。
そ
の
範
囲
は
、
卑
近
で
あ
る
が
論
争
の
あ
る

acte
clair
原
則
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
共
同
体
裁
判
所
の
先
行
判
決
は
、
外
務
省
か
ら
得
ら

(131) 

れ
る
解
釈
と
同
様
、
国
内
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
共
同
体
法
に
関
す
る
国
内
法
に
つ
い
て
判
決
を
下

(135) 

す
権
限
は
全
く
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
念
頭
に
置
け
ば
、
通
常
裁
判
所
及
び
行
政
裁
判
所
の
態
度
に
お
け
る
い
く
ら
か
の
進
展
と
、

共
同
体
裁
判
所
の
先
行
判
決
を
余
り
に
も
容
易
に
求
め
る
こ
と
に
対
す
る
極
端
な
用
心
深
さ
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
付
託

す
る
こ
と
に
当
初
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
事
件
毎
に
い
さ
さ
か
異
な
る
理
由
に
甚
づ
く
。

E
E
C
条
約
八
五
条
の
解
釈
に
関
す
る
多
く
の
事
件
で
、
共

同
体
裁
判
所
へ
の
付
託
は
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
あ
る
事
件
で
は
、
八
五
条
一
項
は
、
追
加
の
給
付
を
理
由
と
し
て
八
五
条
三
項
の

(136) 

下
で
の
免
除
を
与
え
ら
れ
た
と
主
張
さ
れ
る
専
属
代
理
人
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
判
決
さ
れ
た
。
別
の
事
件
で
は
、
単
に
フ
ラ
ン
ス
国
内
市
場
に

(137)

（

138) 

影
轡
を
及
ぼ
し
た
り
、
共
同
体
市
場
の
域
外
を
原
産
地
と
す
る
物
品
を
取
扱
う
制
限
的
取
極
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
判
決
さ
れ
た
。
下
級
裁
判
所
は
、

(139) 

先
行
判
決
に
従
う
か
否
か
に
つ
い
て
一
七
七
条
の
下
で
完
全
な
裁
量
権
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
裁
量
権
の
行
使
に
対
し
て
、
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
上
訴

(llO) 

し
う
る
と
判
示
さ
れ
た
の
は
正
当
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

acte
clair
原
則
が
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
特
定
の
条
項
の
正
確
な
範
囲
に
つ

(Ill) 

い
て
相
当
な
疑
義
あ
る
と
き
の
み
が
、
有
権
解
釈
を
求
め
る
た
め
の
付
託
を
正
当
化
す
る
が
、
そ
の
条
項
が
明
白
で
あ
っ
て
、
解
釈
に
な
ん
ら
の
困
難
も

（設）

生
じ
な
い
と
き
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

初
期
の
特
異
な
判
例
で
、
破
毀
院
は
、

（
五
＝
三
）

(Ha) 

一
七
七
条
に
対
す
る
極
め
て
明
白
な
違
反
を
理
由
と
し
て
、
あ
る
判
決
の
破
棄
を
必
要
と
判
断
し
た
。
実
際
、

ド
ゥ
ニ
控
訴
院
が
、
理
事
会
規
則
一
＿
一
の
解
釈
を
、
外
務
省
に
も
共
同
体
裁
判
所
に
も
求
め
ず
に
、
両
当
事
者
を
規
則
一
＿
一
の
四
三
条
に
基
づ
い
て
行
政
委
員

(Ill) 

会
に
付
託
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
に
な
る
と
、
国
内
裁
判
所
は
共
同
体
裁
判
所
に
問
題
を
付
託
す
る
こ
と
に
む
し
ろ
積
極
的
に
な
っ
た
。
共
同
体
裁
判
所
へ
の
付
託
は
通
常
、
あ

(115) 

る
条
項
が
曖
昧
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
難
解
な
概
念
を
含
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
る
と
き
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
理
事
会
規
則
三
の
一

1

一
条

(
o
c
c
u
p
e
占
有
）
‘
-
三
条
a
(
d
u
r
e
e
d
'
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
d
e
 d
o
u
z
e
 m
o
i
s

―
二
箇
月
の
占
有
期
間
）
、
一
条
h
(
r
e
s
i
d
e
n
c
e
居
所
あ
る
い
は
居
住
）
、

(116)

（

117) 

ま
た
は
理
事
会
規
則
一
七
の
四
条
二
項
一
号

(
a
c
c
o
r
d
s
d'exclusivite
独
占
合
意
）
の
よ
う
に
相
異
な
る
解
釈
が
提
案
さ
れ
る
と
き
に
な
さ
れ
る
。

関
法

二
七

0



二
七

よ
り
最
近
は
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
は
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
法
に
影
響
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
共
同
体
法
の
問

題
が
関
連
す
る
諸
事
件
で
共
同
体
裁
判
所
の
解
釈
に
追
随
す
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
破
毀
院
は
、
国
内
裁
判
所
を
拘
束
す
る
共

同
体
裁
判
所
の
先
行
判
決
が
、
争
わ
れ
て
い
る
条
項
を
明
白
に
説
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、
く
り
返
し
共
同
体
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
を
や
め
て
き
た
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
の
判
決
も
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
一
層
の
た
め
ら
い
と
不
確
実
さ
を
残
し
つ
つ
も
、
同
様
の
方
向
に
展
開
す
る
傾
向
を
有
し
て
き

s
e
n
s
 clair
原
則
の
古
典
的
声
明
は

Societe
d
e
s
 Petroles Shell,Berre
事
件
そ
の
他
の
事
件
で
形
成
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
事
件
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
憲
法
五
五
条
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
、
共
同
体
条
約
の
直
接
適
用
性
が
一
般
に
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ

(119) 

・
デ
タ
は

E
E
C
条
約
三
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
付
託
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

S
y
n
a
c
o
r
m
e
x
事
件
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
共
同
体
裁
判
所
に
初
め
て
付
託
し
た
が
、
熱
意
を
も
っ
て
こ
れ
に
追
随
し
よ
う
と
す
る
一
般
的
風
潮

は
た
ち
ま
ち
変
化
し
た
。
こ
れ
は
、
委
員
会
規
則
八
七
が
理
事
会
規
則
一
九
に
適
合
す
る
か
否
か
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
が
確
認
し
な
か
っ
た
と
き
で
あ

っ
て
、

っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
た
と
え
委
員
会
規
則
が
理
事
会
規
則
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
共
同
体
の
責
に
の
み
帰
す
べ
き
も
の
で
あ

(150) 
こ。

一
八
九
条
の
下
で
そ
れ
を
適
用
す
る
義
務
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
の
責
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
は
よ
り
最
近
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
穀
物
価
格
に
関
す
る
理
事
会

(151) 

規
則
七

0
|
-
1
-
―
0
に
つ
い
て
そ
れ
が
有
効
か
否
か
の
決
定
を
共
同
体
裁
判
所
に
付
託
し
た
。
こ
の
付
託
は
、
理
事
会
規
則
七

0
|
―
ニ
―

0
の
有
効

性
に
対
す
る
重
要
な
性
格
を
も
つ
異
議
に
よ
り
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
採
っ
て
い
た
以
前
の
原
則
か
ら
の
一
般
的

(152) 

な
離
脱
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

C
h
a
r
m
a
s
s
o
n
事
件
で
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
ク
は
、
よ
り
積
極
的
に
先
行
判
決
を
求
め
る
意
図
を
表
明
し
た
が
、
こ
の
事
件
で
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
は
、

E
E
C
条
約
四
三
条
、
四
五
条
、
四
六
条
及
び
三
三
条
の
意
味
に
つ
い
て
の
委
員
会
並
び
に
権
限
あ
る
そ
の
委
員
長
に
よ
る
説
得
的
見
解
が
十
分
に
知
ら

(153) 

れ
て
お
り
、
か
つ
付
託
し
な
い
で
す
ま
せ
る
よ
い
口
実
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
解
釈
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ。t
 

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（五一――――-）



第
三
四
巻
第
二
号

結
局
、
今
日
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
は
、
共
同
体
構
成
国
間
の
判
例
法
の
相
違
を
避
け
る
目
的
で
、
問
題
の
特
殊
性
を
考
慮
し
さ
れ
す
れ
ば
、
共
同
体
裁

(1512 

判
所
の
解
釈
を
求
め
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
と
あ
る
程
度
の
自
信
を
も
っ
て
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
そ
れ
ら
裁
判
所
は
「
E
E
C
条
約
一
七
七
条
と
ニ
―
九
条
と
の
結
合
が
、
国
内
に
お
い
て
は
、
政
府
当
局
に
よ
る
解
釈
を
排
除
し
て
い
る
」
と

の
点
、
並
び
に
「
一
七
七
条
及
び
ニ
―
九
条
の
下
で
共
同
体
裁
判
所
に
よ
り
な
さ
れ
た
決
定
は
、
共
同
体
法
に
統
合
さ
れ
、
事
実
上
国
内
法
に
対
す
る
条

(155~ 

約
の
優
位
性
を
享
受
す
る
」
と
の
点
で
、
意
見
が
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

相
互
性
要
件

二
七
二

（
五
三
四
）

相
互
性
に
関
す
る
要
件
は
五
五
条
の
優
位
性
条
項
の
中
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
尚
こ
れ
を
別
途
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
ふ
た
つ
の
理
由
か

ら
正
当
で
あ
る
と
思
え
る
。
憲
法
が
相
互
性
に
関
す
る
独
自
の
条
項
を
設
け
る
よ
う
当
初
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
五
八
年
憲
法
の
準
備
作
業
の

(156) 

経
過
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
優
位
性
の
問
題
を
取
扱
う
事
件
数
に
比
べ
、
相
互
性
を
争
点
と
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
共
同
体
裁
判
所
も
フ
ラ
ン
ス

(151) 

の
裁
判
所
も
共
に
判
決
を
下
し
た
事
例
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

相
互
性
の
要
件
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
お
け
る
主
権
に
対
す
る
制
限
を
受
入
れ
る
明
確
な
意
図
に
よ
り
、
単
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
性
格
の
み
を
有

(158) 

す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
、
現
行
憲
法
五
五
条
に
よ
り
こ
の
要
件
は
明
示
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
し
ば
し
ば
こ

(159) 

の
事
実
を
遣
憾
に
思
う
学
者
も
少
な
く
な
い
。

（

瑯

）

（

161）

彼
ら
の
懸
念
は
、
甚
本
的
に
は
五
五
条
の
幾
分
不
正
確
な
表
現
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
異
な
る
方
法
で
同
条
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

り
多
少
無
秩
序
な
状
況
が
生
み
だ
さ
れ
る
危
険
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
相
互
性
の
要
件
が
充
た
さ
れ
た
か
否
か
の
問
題
は
裁
判
所
が
取
扱
う
べ
き
も

(162) 

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
府
が
取
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
学
者
も
い
る
。
相
手
方
当
事
国
に
よ
る
条
約
の
適
用
を
、
裁
判
官
が
効
果
的
に

判
断
し
う
る
と
考
え
る
の
は
実
際
困
難
で
あ
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
他
の
当
事
国
と
い
う
用
語
が
、
多
数
国
間
条
約
に
相
互
性
と
い
う
憲
法
上
の

(165) 

要
件
を
適
用
す
る
こ
と
を
除
外
し
て
い
る
か
否
か
、
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
互
性
と
い
う
憲
法
上
の
要
素
は
、
事
実
同
時
履
行
の
抗
弁
(exceptio

(m) 

n
o
n
 a
d
i
m
p
l
e
t
i
 
contractus)
と
い
・
？
士
I
曲
呑
的
回

g
埋
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
幾
人
か
の
学
者
は
、
相
互
性
の
要
件
が
国
際
法
に
合
致
す
る
か

c
 

関
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(165) 

と
い
う
点
に
疑
い
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
六

0
条
で
認
め
ら
れ
た
「
重
大
な
違
反
」

(material
b
r
e
a
c
h
)
原
則
は
単
に
慣
習
国

(166) 

際
法
上
の
既
存
の
原
則
を
成
文
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
原
則
は
国
際
法
に
合
致
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
学
者
も
い
る
。
後
者
の
主
張
が
正
し

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
六

0
条
五
項
が
、
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
よ
う
な
客
観
的
義
務
を
含
む
多
数
国
間
条
約
に
は
こ
の
原

(161) 

則
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
条
項
に
対
す
る
重
大
な

(168) 

違
反
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
条
約
の
効
力
が
終
了
あ
る
い
は
停
止
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

相
互
性
条
項
の
適
用
は
、
条
約
そ
の
も
の
が
当
然
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
他
の
締
約
国
の
行
動
の
調
査
に
関
係
す
る
と
い
う
点
で
、
更
に
複
雑

に
な
る
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
裁
判
所
は
一
般
に
こ
の
作
業
を
政
府
の
執
行
部
門
に
任
せ
て
き
た
。
最
後
の
重
要
な
難
問
は
、
他
の
当
事
国
が
条
約

を
適
用
し
て
い
な
い
と
の
事
実
を
理
由
と
し
て
、
条
約
を
適
用
し
な
い
と
い
う
決
定
を
行
な
う
こ
と
の
効
果
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
決
定
が
、
条
約
規

(

1

1

0

)

(

1

1

1

)

 

定
の
停
止
あ
る
い
は
終
了
を
も
た
ら
す
の
か
、
ま
た
は
単
に
そ
の
規
定
を
国
内
法
の
下
位
に
置
く
こ
と
に
な
る
の
か
は
明
確
で
な
い
。
例
え
ば
、
国
際
条

約
に
関
し
て
相
互
性
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
際
の
効
果
は
、
少
な
く
と
も
当
該
条
約
が
そ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
場
合
の
制
裁
を
そ
れ
自
身
で
規
定
し
て

い
な
い
と
き
に
は
、
不
確
か
で
あ
る
。
条
約
上
の
義
務
の
不
履
行
の
効
果
が
通
常
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
明
確
な

文
言
を
も
っ
て
、
国
家
は
自
己
の
義
務
不
履
行
を
弁
解
す
る
た
め
に
他
の
条
約
当
事
国
の
共
同
体
義
務
の
不
履
行
を
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
述
べ
た
。
共
同
体
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
は
ロ
ー
マ
条
約
の
精
神
、
及
び
E
E
C
条
約
一
六
九
条
及
び
一
七

0
条
で
義
務
不
履
行
国
に
対
し
て
提

(172) 

起
さ
れ
る
訴
訟
手
続
か
ら
生
じ
る
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
の
強
制
的
性
格
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三
六
条
の
選
択
的
管
轄
権
と
は
区
別

(113~ 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
強
制
的
性
格
が
自
給
の
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
、
と
の
見
解
が
採
ら
れ
て
き
た
後
者
の
点
は
、

Societe

(111) 

C
a
f
e
s
 J
.
 
V
a
b
r
e
事
件
に
お
い
て
破
毀
院
に
よ
り
実
際
明
確
に
受
入
れ
ら
れ
た
。
検
事
総
長

Touffait
の
付
託
に
よ
り
、
破
毀
院
は
、
憲
法
五
五
条
に

掲
げ
ら
れ
た
相
互
性
の
要
件
を
E
E
C
条
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
取
扱
っ
た
。

E
E
C
条
約
一
七
〇
条
で
の
共
同
体
裁
判
所
の
排
他
的
権
限

を
認
め
つ
つ
も
、
破
毀
院
は
、
そ
の
判
決
を
少
な
く
と
も
相
互
性
要
件
に
関
し
て
は
全
面
的
に
国
際
法
文
献
に
拠
ら
し
め
た
。
こ
の
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス

(115) 

憲
法
評
議
会
が
相
互
性
概
念
の
重
要
性
を
再
確
認
し
た
直
後
で
、
特
に
時
宜
に
適
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
し

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

二
七
三

（
五
三
五
）



第
三
四
巻
第
二
号

憲
法
評
議
会
は
、
法
律
の
合
憲
性
の
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
堕
胎
法
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
の
適
合
性
の
問
題
を
取
扱
っ
た
が
、
そ

の
問
題
は
憲
法
六
一
条
で
権
限
外
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
憲
法
評
議
会
が
採
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
条
約
が
国
内
法
に
優
位
す
る
た
め
の
全
て
の

(176~ 

条
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
、
他
の
裁
判
所
が
調
査
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
、
と
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
従
っ
て
、
裁
判
所
は
、
自

ら
の
発
意
で
も
っ
て
、
相
互
性
に
関
す
る
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
調
査
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
破
毀
院
が
与
え
た
指
標
を

棄
て
去
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
裁
判
所
が
憲
法
評
議
会
の
採
る
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
、
む
し
ろ
破
毀
院
の
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
に
違
い
な
い
。

共
同
体
法
の
優
位
性
と
憲
法
五
五
条

(111~ 

共
同
体
裁
判
所
に
よ
る
衝
突
規
則
は
、
絶
対
的
で
単
純
で
あ
る
即
ち
、
い
か
な
る
形
式
及
び
内
容
の
も
の
で
あ
れ
、
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
は
、

い
か
な
る
形
式
及
び
内
容
を
も
つ
国
内
法
に
も
優
位
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
加
盟
国
は
、
特
に
共
同
体
法
が
直
接
適
用
可
能
で
あ
る
場

(

1

1

8

)

(

1

7

9

)

（

180) 

合
、
そ
の
共
同
体
法
に
合
致
し
な
い
国
内
法
の
規
定
を
制
定
し
な
い
義
務
を
負
う
、
と
同
時
に
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
更
に
加
盟
国

(181) 

は
、
共
同
体
裁
判
所
が
既
に

E
E
C
条
約
と
両
立
し
な
い
旨
宣
言
し
て
い
る
国
内
法
の
規
定
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
の

(

1

8

2

)

(

1

8

3

)

 

実
施
措
置
と
し
て
の
国
内
法
は
、
指
定
さ
れ
た
期
限
内
に
、
さ
も
な
く
ば
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
間
内
に
制
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
加
盟
国

は
、
完
全
な
制
度
上
の
自
治
の
中
で
、
即
ち
憲
法
及
び
国
内
法
制
度
の
他
の
諸
規
定
に
よ
り
許
さ
れ
る
方
法
及
び
手
続
と
合
致
し
た
形
で
、
共
同
体
法
の

(181) 

適
用
と
優
位
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
加
盟
国
は
、
例
え
ば
、
公
の
政
策
あ
る
い
は
公
の
安
寧
を
根
拠
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
許
容

(185)（

186)

（

187) 

可
能
な
例
外
を
掲
げ
て
、
全
加
盟
国
に
お
け
る
共
同
体
法
の
実
現
を
妨
げ
る
行
為
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
共
同
体
諸
条
約
の
「
信
義
誠
実
条
項
」
は
、

国
内
法
が
共
同
体
法
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。

共
同
体
法
に
由
来
す
る
個
人
の
権
利
が
国
内
法
制
度
の
下
で
承
認
を
得
ら
れ
な
い
場
合
、
た
と
え
国
家
機
関
が
こ
の
よ
う
な
個
人
の
権
利
の
否
認
を
も

た
ら
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
国
内
法
制
度
の
下
で
い
か
な
る
救
済
が
利
用
さ
れ
う
る
か
を
決
定
す
る
の
は
|
ー
E
E
C
条
約
一
七
七
条
の
下
で
の
共
同
体

(188)

（

189) 

裁
判
所
に
よ
る
先
行
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
1

国
内
裁
判
官
の
義
務
で
あ
る
。

優
位
性
の
諸
原
則
と
、
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
上
の
権
利
を
憲
法
が
許
す
方
法
で
実
現
す
る
こ
と
を
加
盟
国
の
機
関
に
委
ね
る
と
い
う
原
則
、
と

D
 関

法

二
七
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（
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(190) 

の
共
存
は
、
明
ら
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
難
問
を
も
た
ら
す
。
即
ち
、
国
家
が
非
常
に
多
様
な
実
行
を
採
用
し
、
国
内
裁
判
官
が
自
国
の
憲
法
あ
る
い
は
慣
習

(191) 

の
下
で
、
遂
行
不
能
な
ま
た
は
遂
行
す
る
の
を
望
ま
な
い
機
能
を
果
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
共
同
体
裁
判
所
は
、
単
に
共
同
体
法
の
有

(192) 

効
性
ま
た
は
解
釈
に
関
す
る
先
行
判
決
を
与
え
る
と
い
う
方
法
だ
け
で
は
、
共
同
体
法
に
対
す
る
違
反
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
優
位
性
原
則
と
制
度

(193) 

的
自
治
原
則
と
の
抵
触
は
、
理
論
上
解
決
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
実
際
的
な
手
法
で
解
決
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
共
同
体
重
視
の

見
地
か
ら
の
最
善
の
解
決
策
は
、
共
同
体
法
本
来
の
性
質
か
ら
の
、
ま
た
加
盟
国
の
憲
法
に
照
ら
し
合
わ
す
こ
と
の
な
い
、
共
同
体
法
優
位
の
統
一
的
承

(191) 

認
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
共
同
体
裁
判
所
は
、

L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
d
e
s
 f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 l'Etat 
v. 
S. 
A. 
S
i
m
m
e
n
t
h
a
l

事
件
で
の
特
に
調
子
の
強
い

意
見
で
、
制
度
的
自
治
の
原
則
に
基
づ
い
て
自
ら
の
立
場
を
限
定
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、

二
七
五

「
自
己
の
権
能
の
範
囲
内
で
共
同
体
法
の
規
定
を
適

用
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
国
内
裁
判
官
は
、
立
法
手
続
あ
る
い
は
他
の
全
て
の
憲
法
上
の
手
続
に
よ
っ
て
国
内
法
が
前
も
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
た
り
期
待
し
た
り
す
べ
き
で
な
く
、
必
要
な
場
合
に
は
自
己
本
来
の
権
限
に
よ
り
共
同
体
法
に
反
す
る
国
内
法
の
規
定
ー
ー
た
と
え
そ
れ
が
後
法
で
あ

っ
て
も
ー
~
を
全
く
適
用
し
な
い
で
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
法
規
範
の
十
分
な
効
果
を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
」
と
述
べ
た
。

従
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
古
典
的
な
国
際
条
約
と
関
連
す
る
自
国
の
憲
法
上
及
び
制
度
上
の
規
定
な
い
し
実
行
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
足
枷
か
ら

実
際
上
自
由
で
あ
る
か
、
自
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
自
由
で
あ
る
か
、
ま
た
共
同
体
法
と
国
内
法
と
の
抵
触
に
対
す
る
共
同
体
裁
判
所
の
比
較
で

き
な
い
程
の
斬
新
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
入
れ
て
い
る
が
、
受
入
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
か
、
以
上
の
点
が
最
後
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
ば
し
ば
国
際
法
及
び
共
同
体
法
優
位
の
一
元
論
を
保
持
す
る
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
五
五
条
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
広
範
な
二
元
論
的
立
場

(196) 

を
終
焉
せ
し
め
る
と
思
わ
れ
る
た
め
に
、
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
き
た
。
五
五
条
は
、
古
典
的
国
際
条
約
の
優
位
性
を
確
立
す
る
衝
突
規
則
と
し
て
制
定
さ

(197) 

れ
た
が
、
国
内
法
と
国
際
条
約
と
の
抵
触
を
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
は
ふ
た
つ
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
、
五
五
条
は

そ
れ
自
身
、
抵
触
す
る
国
内
法
を
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
な
ん
ら
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
多
く

（園）

の
人
は
、
五
五
条
が
抵
触
を
解
決
す
る
た
め
の
実
効
的
規
則
を
構
成
し
て
い
る
か
否
か
に
疑
い
を
も
っ
て
き
た
。
第
二
に
、
多
く
の
裁
判
所
が
、
法
律
の

合
憲
性
を
審
査
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
条
約
が
そ
れ
に
前
後
す
る
国
内
立
法
に
優
位
す
る
と
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
見
解
を
採
っ

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（五＝―-七）



と
が
裁
判
所
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
の
考
え
を
受
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
し
ば
し
ば
五
五
条
に
口
先
だ
け
言
及
し
て
、
後
法
優
位
の
原
則

の
上
に
訴
訟
を
進
め
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
裁
判
所
が
制
定
法
規
の
間
の
優
先
順
位
を
確
定
す
る
仕
方
で
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
権
限
が
な

(101) 

一
般
に
こ
う
し
た
訴
訟
手
続
を
誘
発
し
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
所
が
条
約
を
法
と
同
一
視
し
、
現
存
の
権
力
分

い
と
明
言
し
て
い
た
こ
と
が
、

伝
統
的
な
実
行
の
影
響
下
で
行
動
し
つ
つ
、
明
確
な
抵
触
規
則
を
、

一
方
で
は
本
質
的
に
憲
法
的
な
も
の
と
、
他
方
で
は
国
際
法
及
び
共
同
体
法
に
由

来
す
る
も
の
、
と
い
う
明
確
に
区
別
あ
る
抵
触
規
則
を
取
扱
う
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
自
己
の
判
決
を
こ
れ
ら
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
か
に
基
づ
か

し
め
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
同
様
の
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

一
九
四
六
年
憲
法
に
至
る
ま
で
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
国
際
条
約
か
ら
引
き
出
さ
れ
る

(199) 

個
人
の
権
利
を
支
持
す
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
関
係
法
規
が
調
和
す
る
仕
方
で
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
を
立
証
し
て
国
際
法
と
国

『
後
法
は
前
法
を
廃
止
す
る
』
の
法
諺
に
示
さ
れ
る
伝
統
的
な
旧
式
の
技
術
に
依
拠
す
る
こ
と

が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
は
、
そ
れ
自
身
基
本
的
に
は
条
約
と
国
内
法
と
の
同
一
視
に
基
づ
い
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
後
に
発
効
し
た
規
則

が
、
た
と
え
そ
の
規
則
が
条
約
に
由
来
す
る
と
国
内
立
法
に
由
来
す
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
れ
以
前
の
規
則
に
優
位
す
る
と
の
原
則
を
適
用
し
た
。
こ
の
ア

(100)

（

101) 

プ
ロ
ー
チ
は
、

M
a
t
t
e
r
検
事
総
長
に
よ
っ
て
採
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
の
そ
の
後
の
判
決
に
支
配
的
な
影
響
を
与
え
た
。
条
約
を
制
定
法
と
同
一

視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
即
ち
、
後
法
優
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
官
が
憲
法
に
よ
っ
て
彼
ら
に
課
さ
れ
た
制
限
を
逸
脱
お
す
る
そ
れ
な
し
に
、
条
約
を

解
釈
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
憲
法
二
八
条
と
一
九
五
八
年
憲
法
五
五
条
が
各
々
、
条
約
が
そ
の
前
後
を
問
わ
ず
法
律
に
優
位
す
る

と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、

も
は
や
裁
判
官
は
こ
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

黙
示
的
に
、
裁
判
所
に
制
定
法

規
が
国
際
条
約
と
抵
触
す
る
と
み
ら
れ
る
と
き
に
は
制
定
法
規
が
適
用
さ
れ
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
即
ち
、
い
わ
ゆ
る

M
a
t
t
e
r
原

則
や
抵
触
解
決
の
た
め
の
旧
式
の
技
術
の
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
は
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ

が
法
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
独
立
の
国
家
機
関
と
し
て
の
伝
統
的
な
自
己
認
識
に
抵
触
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
新
し
い
ア
。
フ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ

内
法
の
抵
触
を
回
避
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
と
き
に
は
、

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

関
法
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二
七
七

立
を
尊
重
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
条
約
の
優
位
性
の
憲
法
上
の
甚
礎
が
理
論
上
認
め
ら
れ
て
も
、
裁
判
所
が
権
限
を
行
使
す
る
に

（狙）

あ
た
っ
て
、
後
法
の
規
定
の
不
適
用
を
拒
否
し
た
た
め
、
そ
れ
が
実
行
の
上
で
は
死
文
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
逆
説
的
状
況
が
起
っ
て
き
た
。
五
五
条
が

裁
判
所
の
下
し
た
判
決
に
広
範
に
影
響
を
与
え
た
、
と
言
っ
て
誤
り
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
条
項
は
、
裁
判
所
に
あ
る
抵
触
を
如
何
に
し
て
解
決
す
る

(roi) 

か
を
指
示
す
る
た
め
の
な
ん
ら
の
明
確
な
命
令
を
も
含
ん
で
い
な
い
し
、
共
同
体
法
の
優
位
性
に
対
し
て
も
相
応
な
明
言
を
与
え
て
い
な
い
。

破
毀
院
が
、

E
E
C
条
約
の
直
接
適
用
条
項
は
五
五
条
の
下
で
国
内
立
法
を
無
効
に
す
る
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
、
か
な
り
早
く
か
ら
認
め
て
い
た
に

(205} 

も
拘
ら
ず
下
級
裁
判
所
は
、
多
大
の
曖
昧
さ
を
残
し
な
が
ら
事
件
を
処
理
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
多
く
の
事
件
で
、
裁
判
官
は
、
五

（態）

五
条
の
正
規
の
憲
法
の
規
定
に
明
示
的
に
言
及
す
る
こ
と
と
、
条
約
と
国
内
法
と
の
慣
例
的
な
同
一
視
を
、
無
分
別
に
も
結
び
つ
け
て
き
た
。
破
毀
院
で

（別）

さ
え
と
き
に
は
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。

、
、
、
、
、
、
、

学
者
達
は
、
五
五
条
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
裁
判
所
で
採
ら
れ
た
慎
重
か
つ
混
乱
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
ば
し
ば
批
判
し
、
数
々
の
首
尾
一
貫
性
の
無

さ
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
、
議
会
は
外
交
政
策
形
成
へ
の
影
響
力
を
弱
め
て
い
る
し
、
そ
れ
に
広
く
責
任
を
も
つ
大
統
領
は
議
会
に
対
し
無
答
責
で
あ
る

（瑯）

か
ら
、
条
約
を
国
内
法
と
同
一
視
さ
れ
る
も
の
と
み
な
す
の
は
誤
っ
て
い
る
、
と
の
考
え
方
も
あ
る
。

と
き
に
裁
判
所
は
、
条
約
を
統
治
行
為
で
あ
る
と
考
え
さ
え
す
る
。
そ
し
て
、
権
力
分
立
を
根
拠
に
条
約
の
解
釈
を
拒
否
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の

息

ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
と
国
内
制
定
法
の
抵
触
を
解
決
す
る
目
的
上
、
条
約
を
国
内
法
と
同
一
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
五
五
条
の
こ

の
二
元
論
的
解
釈
が
、
条
約
と
国
内
法
と
の
祗
触
を
効
果
的
に
解
決
す
る
の
に
、
同
条
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
。
裁
判
官
が
条
約
に
抵
触
す

る
制
定
法
を
無
視
し
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、
条
約
の
優
位
性
に
関
す
る
憲
法
上
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
と
い
う
有
益
な
効
果
を

(210) 

も
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
五
五
条
を
解
釈
し
え
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

共
同
体
裁
判
所
に
よ
り
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
共
同
体
法
の
無
条
件
の
優
位
性
の
主
張
は
、
次
第
に
フ
ラ
ン
ス
の
諸
裁
判
所
に
影
聾
を
与
え
始

め
た
。
こ
の
こ
と
は
、

E
E
C
条
約
の
優
位
性
を
、
後
法
優
位
の
旧
式
で
時
代
遅
れ
の
公
式
に
で
は
な
く
、
専
ら
五
五
条
に
含
ま
れ
る
抵
触
規
則
に
基
づ

(211) 

か
せ
る
諸
判
決
に
み
ら
れ
る
。
最
近
の

J
a
c
q
u
e
s
V
a
b
r
e
事
件
で
破
毀
院
は
、
初
め
て
明
瞭
に
条
約
を
優
位
さ
せ
、

E
E
C
条
約
と
後
法
た
る
フ
ラ
ン

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

（
五
三
九
）



第
三
四
巻
第
二
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（
五
四

0
)

(212) 

ス
制
定
法
と
の
抵
触
を
解
決
し
た
、
そ
し
て
、
当
該
事
件
に
お
い
て
制
定
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
宜
言
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
イ
ン
ス
ク
ン

破
毀
院
は
、

一
九
六
六
年
―
―
一
月
一
四
日
の
制
定
法
に
よ
り
発
効
し
た
フ
ラ
ン
ス
関
税
法
典
二
六
五
条
に
規
定
さ
れ
る
関
税
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
当
該
輸
入
会
社
は
、
こ
れ
ら
の
関
税
が
同
様
の
フ
ラ
ン
ス
製
品
に
課
さ
れ
る
税
金
を
越
え
る
も
の
で
、
差
別
的
課
税
を
構
成
し
、

E
E
C
条
約

九
五
条
に
反
す
る
、
と
主
張
し
た
。
会
社
側
は
、

E
E
C
条
約
が
憲
法
五
五
条
に
よ
っ
て
国
内
法
に
優
越
す
る
権
威
を
も
つ
と
の
理
由
、
並
び
に
関
税
法

典
二
六
五
条
が
E
E
C
条
約
九
五
条
よ
り
後
法
で
あ
る
と
の
事
実
に
も
拘
ら
ず
、
条
約
九
五
条
が
本
事
件
に
適
用
さ
れ
関
税
法
典
二
六
五
条
は
排
除
さ
れ

(213) 

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
の
理
由
で
支
払
ら
わ
れ
た
関
税
の
償
還
請
求
を
認
容
さ
れ
た
。

(211) 

一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
の
憲
法
評
議
会
決
定
中
の
あ
る
命
令

(dicta)
の、

Touffait
検
事
総
長
に
よ
る
解
釈
に
従
っ
て
、
同
裁
判
所

が
五
五
条
に
甚
づ
き
国
内
法
と
条
約
規
定
と
の
適
合
を
調
査
す
る
権
限
を
有
す
る
、
と
の
見
解
を
採
っ
た
。
ま
た
破
毀
院
は
、
こ
れ
が
六
一
条
に
基
づ
き

国
内
法
の
合
憲
性
を
決
定
す
る
憲
法
評
議
会
の
排
他
的
権
限
に
対
す
る
許
容
で
き
な
い
侵
害
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
判
示
し
た
。
破
毀
院
は
、

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
手
続
の
間
に
本
来
根
本
的
な
相
違
が
存
在
す
る
と
の
見
解
を
受
入
れ
た
。
し
か
し
、

E
E
C
条
約
の
優
位
性
が
、
専
ら
共
同
体
法
の
特

別
な
本
来
の
性
質
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の

Touffait

の
提
案
を
、
破
毀
院
は
受
入
れ
な
か
っ
た
。
即
ち
、
破
毀
院
は
憲
法
五
五
条
に
も
言
及

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
そ
れ
以
前
の
他
の
判
決
と
同
様
に
、
ふ
た
つ
の
相
異
な
る
首
尾
一
貫
し
な
い
抵
触
規
則
を
混
合
的
に
採
用
し
た
よ
う
に

(215)

（

216) 

思
わ
れ
る
。
こ
の
判
決
が
、
憲
法
上
の
抵
触
規
則
と
共
同
体
法
上
の
抵
触
規
則
の
い
ず
れ
を
適
用
し
て
い
る
か
が
不
確
か
な
裁
判
所
の
優
柔
不
断
な
ア
プ

ロ
ー
チ
の
別
の
側
面
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
が
共
同
体
法
の
特
別
な
本
来
の
性
質
に
よ
る
共
同
体
法
の
絶
対
的
優
位
の
決
定
的
な
承
認

と
い
う
新
た
な
局
面
に
向
か
っ
て
の
過
渡
的
一
歩
を
構
成
す
る
の
か
は
、
未
だ
明
ら
か
で
な
い
。
何
故
、
破
毀
院
が
、

C
o
s
t
a
v
•
E
n
e
l事
件
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
の
命
令
を
ほ
と
ん
ど
文
字
通
り
採
用
す
る
の
に
、
五
五
条
へ
の
言
及
を
つ
け
加
え
る
の
必
要
と
み
た
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ

(211) 

う
。
こ
の
こ
と
を
、
反
抗
的
な
フ
ラ
ン
ス
下
級
裁
判
所
を
、
永
年
の
伝
統
と
断
絶
す
る
よ
う
に
説
得
す
る
た
め
の
用
心
深
い
動
き
と
し
て
説
明
す
る
試
み
、

あ
る
い
は
、
共
同
体
法
の
特
別
な
本
来
の
性
質
が
他
の
国
際
条
約
の
優
位
性
の
承
認
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
説
明
す

(218) 

る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
説
明
は
、
多
少
の
真
実
を
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
裁
判
所
の
態
度
変
更
へ
の
経
過
の
相
対
的
な
緩
慢
さ

ま、＇ 

ト
・
コ
ー
ヒ
ー

関
法

二
七
八



従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
、
共
同
体
法
の
特
別
な
本
来
の
性
質
に
よ
り
、
今
後
も
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
の
優
位
性
を
推
論
し
、

J
a
c
q
u
e
s

V
a
b
r
e
事
件
の
付
託
書
中
で

Touffait
検
事
総
長
に
よ
り
提
案
さ
れ
、

v
o
n
K
e
m
p
i
s
事
件
で
破
毀
院
判
決
の
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

値
い
す
る
。

連
に
お
い
て
、

法
に
基
づ
き
フ
ラ
ン
ス
人
農
夫

G
e
l
d
o
r
f

を
立
退
か
せ
た
。

二
七
九

更
に
、
こ
の
裁
判
所
の
態
度
変
更
の
、
そ
れ
以
上
の
ま
た
事
実
、
よ
り
強
力
な
証
拠
は
、
後
の

C
l
a
v
e
B
o
u
h
a
v
e
n
 
v
a
n
 
K
e
m
p
i
s
 
v. 
G
e
l
d
o
r
f
 

(219) 

事
件
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
人
で
あ
る

v
a
n
K
e
m
p
i
s

は
、
フ
ラ
ン
ス
で
農
地
を
取
得
し
自
作
農
業
を
営
も
う
と
し
た
。
彼
は
、
農
地
賃
貸
借

し
か
し
、
農
地
の
占
有
を
回
復
す
る
彼
の
権
利
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ク
レ
に
従
い
外
国
人

農
家
に
要
求
さ
れ
る
、
農
務
大
臣
に
よ
る
不
可
欠
の
行
政
許
可
を
取
得
し
て
い
な
い
と
の
理
由
で
、
異
議
を
申
立
て
ら
れ
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
、
こ
れ

ら
の
デ
ク
レ
が
E
E
C
構
成
国
の
国
民
に
関
し
て
、
農
業
法
典
八
六
九
条
二
項
に
よ
り
黙
示
的
に
無
効
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
農
業
賃
貸
借

(220) 

法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
同
様
の
権
利
を
享
有
す
る
と
判
示
し
、

v
o
n
K
e
m
p
i
s
を
勝
訴
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
決

は
。
ハ
リ
控
訴
院
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
控
訴
院
判
決
は
破
毀
院
に
よ
り
再
び
破
棄
さ
れ
た
が
、
そ
の
判
決
理
由
は
、

R
e
y
n
e
r
s
事
件
で
の

(221) 

共
同
体
裁
判
所
判
決
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
過
渡
的
期
間
の
満
了
を
も
っ
て
、

E
E
C
条
約
五
二
条
が
E
E
C
構
成
国
国
民
に
直
接
適

用
可
能
と
な
っ
た
と
の
理
由
で
、
同
条
が
、
居
住
の
自
由
に
対
す
る
い
か
な
る
制
限
を
も
禁
止
し
、
行
政
許
可
を
規
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
規
定
を
事

実
上
適
用
不
能
と
す
る
、
と
の
見
解
を
採
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
判
決
の
特
別
な
利
点
は
、
裁
判
所
が
憲
法
五
五
条
に
な
ん
ら
言
及
す
る
こ
と
な

(222~ 

く
、
初
め
て
こ
の
結
論
に
到
達
し
た
事
実
に
あ
る
こ
の
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
今
日
で
は
共
同
体
法
に
関
し
て
五
五
条
を
以
前
ほ
ど
用
い
た
＜

(223) 

な
い
と
考
え
て
い
る
と
の
結
論
に
導
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
段
階
で
は
、
そ
れ
ら
の
裁
判
所
が
、
共
同
体
法
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
五
五
条
を
余
分
な
も

の
と
み
な
し
、
ま
た
共
同
体
裁
判
所
の
判
決
で
採
ら
れ
た
原
則
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
と
み
な
し
た
と
考
え
る
の
は
、
未
だ
時
期
尚

早
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
野
で
五
五
条
を
余
分
な
も
の
と
結
論
す
る
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
よ
る
判
決
を
更
に
待
つ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
の
関

一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
の
、
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
憲
法
評
議
会
の
決
定
が
、
五
五
条
を
顕
著
な
重
要
性
を
も
つ
と
し
た
こ
と
は
特
筆
に

の
認
識
を
反
映
し
て
い
る
。

（
五
四
一
）



が
望
ま
れ
る
。
こ
の
発
展
は
、
共
同
体
の
観
点
か
ら
強
く
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
幾
分
不
十
分
で
不
安
定
な
解
決
を
得
る
た
め
に
五
五
条
を
用
い
る
必

要
性
を
終
了
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
共
同
体
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
な
い
と
き
は
、

一
月
一
五
日
の
憲
法
評
議
会
の
決
定
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
方
法
で
、
五
五
条
を
適
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
法
た
る
抵
触
す
る

制
定
法
を
、
そ
れ
が
直
接
適
用
可
能
な
共
同
体
法
に
抵
触
す
る
と
の
理
由
で
、
適
用
不
能
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、
制
定
法
の
合
憲
性
の
判
断
に
は

あ
た
ら
な
い
、
蓋
し
、
上
記
の
判
決
中
の
文
言
に
あ
る
よ
う
に
、
「
条
約
に
反
す
る
法
律
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
に
反
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な

(221) 

い
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
、
全
て
の
裁
判
所
が
到
達
す
る
か
否
か
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

た
と
え
通
常
裁
判
所
が
そ
の
態
度
を
変
更
す
る
と
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
を
含
む
行
政
裁
判
所
が
、
条
約
を
制
定
法
と
同
一
視
す
る
慣
行
を
放
棄
し
、

(225) 

共
同
体
法
と
フ
ラ
ン
ス
制
定
法
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
解
釈
方
法
を
差
し
控
え
、
あ
る
い
は
「
後
法
優
位
」
の
伝
統
的
抵
触
規
則
の
採
用
を
差
し
控
え

(226) 
る
、
と
は
決
し
て
確
言
で
き
な
い
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共
同
体
裁
判
所
へ
の
度
重
な
る
付
託
に
も
拘
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
が
、
後
法
た
る
制
定
法
と
抵
触
す
る
条
約
を
優
位

さ
せ
る
用
意
が
あ
る
、
と
す
る
意
見
は
今
日
ほ
と
ん
ど
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
自
ら
は
制
定
法
の
合
憲
法
を
判
断
す
る

（忽

権
限
が
な
い
と
し
て
、
制
定
法
の
適
用
に
よ
り
意
欲
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
1
0
6
)
E
E
C
諸
機
関
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
規
則
と
、
条
約
そ
の
も
の
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。

E
E
C
条
約
一
八
九
条
の
不
遵
守
が
条
約
違
反

を
構
成
し
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
抵
触
が
残
る
。
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E. 19. 
6. 

6
4
 cit. 

a
n
d
 implied application of this 

doctrine in 
C. 

F. 
27. 

1. 
1967, Syndicat des lmportateurs Franfais 

des Produits 
laitiers 

et 
autr び

〔
196釘

C.
M
.
 L. 

R. 
81 ;

 Behr, 
I. 

C. 
Q. 

1977, 
241, 

266. 

（呂）
C.

E. 
5. 

11. 
71, 

cit. 
note 

132. 

(~
) 

C. 
E. 

18. 
74, 

U
n
i
o
n
 des 

minotiers 
d
e
 la 

C
h
a
m
p
a
g
n
e
,
 D. 

1974, 
I, 

739, 
note Boulard. 

（芸）
Ibid.

国
）

C.
E. 

28. 
6. 

1974, 
Behr, 

I. 
C. 

L. 
Q. 

1977, 
p. 

270. 

（苫）
Trib.

de C
o
m
m
e
r
c
e
 de N

i
c
e
 8. 

2. 
71, 

Beguelin I
m
p
o
r
t
 Co. 

a
n
d
 another v. 

G. 
L. 

I
m
p
o
r
t
 
E
x
p
o
r
t
 
S. 

A. 
a
n
d
 others 

〔197幻
C.

M
.
 L. 

R. 
81, 

85. 

~
)
 
C. 

A. 
C
o
l
m
a
r
 15. 

11. 
67, 

S
a
a
r
k
n
a
p
p
s
c
h
a
f
t
 v. 

F
r
e
u
n
d
 a
n
d
 another, 

cit. 
note 

134, 
p. 

84. 

（
匈

Rousseau,
L
a
 Constitution 

de 1958 et 
les 

traitcs 
internationaux, 

H
o
m
m
a
g
e
 Bas-devant, 

p. 
471. 

（!a) 
Rideau・ 

L'autorite des traitcs en droit franfais, 
note o

n
 C. 

C. 
15. 

1. 
75, 

C. 
D. 

E. 
1975, 

p. 
606, 

619; Ruzie, op. 
cit., 

note 6, 
p. 

575. 

国
）

Rideau,
op. 

cit., 
617 ;

 Ruzie, 
note 

o
n
 C. 

C. 
30. 

12. 
76, 

J. 
D. 

I. 
1977, 

p. 
77. 

(~
) 

Ruzie, op. 
cit., 

81 ;
 Ress, 

op. 
cit., 

note 38, 
p. 

458, 
fn. 

29. 

（呈）
Rideau'ibid.

国
）

Id.
620, 

621. 

（笞）
Lagarde,

L
a
 condition 

de 
reciprocite 

d
a
n
s
 !'application 

des traites 
internationaux: 

son 
appreciation 

p
a
r
 le 

juge 

interne, 
R. 

C. 
D. 

I. 
P. 

1975, 
2. 

（笞）
Affirmatively

Rideau, op. 
cit., 

618; also 
C. 

C. 
15. 

1. 
7
5
:
'
l
a
 realisation 

d
e
 cette 

condition peut 
varier 

selon 
le 

c
o
m
-

portement d
u
 o
u
 des Etats 

signataires.' 

（至）
Ibid.

（差）
Dubouis,

op. 
cit., 

note 70, 
p. 

22. 



嘩
）

M
c
N
a
i
r
,
Terminaison et 

dissolution des traitcs, 
R
d
C
 1928 II, 

p. 
519£; Nisot, 

L'exception'non adimpleti contractus' 

en 
droit 

international, 
R. 

G. 
D. 

I. 
P. 

1970, 
p. 

668-673 ;
 Dinh, op. 

cit., 
note 3, 

p. 
869 ;

 Ruzie, J. 
D. 

I. 
1975, 

p. 
254. 

偉
）

Article
60 

§
 5
 Vi
e
n
n
a
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 the 

L
a
w
 of 

Treaties of 23 M
a
y
,
 1969; 

Rivero, 
note 

o
n
 
C. 

C・ 
15. 

1. 
75, 

A. 

J. 
D. 

A. 
1975, 

p. 
134, 

135. 

（呈）
Article

60 §
 1, 
2; 

the 
Convention, to 

w
h
i
c
h
 F
r
a
n
c
e
 is 

not 
a
 party, 

is 
not 

yet 
in 

force. 

（至）
Dinh,

op. 
cit., 

885. 

（呂）
Rideau,

op. 
cit., 

note 
157, 

p. 
618. 

(
8
)
 
Dinh, 

872 ;
 Ruzie, op. 

cit., 
note 48, 

p. 
255. 

(
8
)
 
Cf. 

C
a
s
e
 90-91 /

 63 op. 
cit., 

note 
109. 

（呂）
F.

R
o
h
m
e
r
 a
n
d
 F. 

Teitgen, 
op. 

cit., 
note 27, 

p. 
384£. 

(~
) 

Cass・ 
on. 

mixte 24. 
5. 

75. 

（妥）
C.

C. 
15. 

1. 
75 

loc. 
cit., 

note 
157, 

p. 
608£; 

see 
also 

R
e
 Direct Elections to 

the 
E
u
r
o
p
e
a
n
 A
s
s
e
m
b
l
y
 
(197刀

1
C. 

M
.
 

L. 
R. 

121 
a
n
d
 note 

158. 

偉
）

Implied
recogntion of'reciprocity's'operational 

quality 
in 

Article 
55'Lagarde, op. 

cit., 
note 

162 
29; 

Dihn, 
op. 

cit., 
note 

3, 
885. 

Q::;) 
Case 

6
 /
 64
 
Costa 

v. 
Enel; 

s
u
p
r
e
m
a
c
y
 w

a
s
 first 

discreetly 
mentioned 

in 
H
u
m
b
l
e
t
 Case 

6
 /
 60, 

Rec. 
VI, 

1960, 
p. 

1146; 
R
o
h
m
e
r
 a
n
d
 Teitgen op. 

cit., 
note 

27, 
p. 

387, 
388; 

Case 38 /
 77
 E
n
k
a
 B. 

V. 
v. 

Inspecteur 
der 

Invoerrechten 

en Accifnzen
〔
面
8
〕
2
C
 M

.
 L. 

R. 
212, 

230. 

（芸）
C
a
s
e
9
7
 /

 71 
Orsolina Leonisio v. 

Italian Ministry o
f
 Agriculture a

n
d
 Forestry 

(197
釘

C.
M
.
 L. 

R. 
343 ;

 Case 5
0
 /

 

76 A
m
s
t
e
r
d
a
m
 B
u
l
b
 B

V
 v. 

P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 voor Siergewass切

〔
197乃

C.
M
.
 L. 

R. 
218. 

（呂）
C
a
s
e
/
8
4
 71 

M
a
r
i
m
e
x
 v. 

Italy 
(197幻

C.
M
.
 L. 

R. 
907, 

913; 
C
a
s
e
 3

4
 /

 73 
Variola 

v. 
A
d
m
i
n
.
 finances 

Rep. 
ital-

ien
加
〔
197釘

E.
C. 

R. 
981. 

（室）
Case

40 /
 69 

H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 H
a
m
b
u
r
g
-
O
b
e
r
e
l
b
e
 v. 

F
i
r
m
a
 G. 

B
o
l
l
m
a
n
n
 (197゚〕

C.
M
.
 L. 

R. 
141. 

「
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(~
) 

C
a
s
e
 4
8
 /

 71 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 

Italian 
R
e
p
u
b
釦

〔
197幻

C.
M
.
 L. 

R. 
699. 

（
旬

C
a
s
e
3
3
 /

 69
 C

o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 

Italy 
(1971J 

C. 
M
.
 L. 

R. 
466. 

CE) 
C
a
s
e
 31 /

 69 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 

Italy
巳
9
7゚〕

C.
M
.
 L. 

R. 
175. 

国
）

C
a
s
e

13 /
 68
 Salgoil 

S. 
p. 

A. 
v. 

Foreign 
T
r
a
d
e
 Mini.1try 

o
f
 the 

Italian 
R
e
p
u
b
l
比
〔
196

旬
C.

M
.
 L. 

R. 
181 ;

 Case 

3
9
 /

 70
 Norddeutsches 

Vieh-und Fleischkontor 
G
m
b
H
 v. 

H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 H
a
m
b
u
r
g
-
S
t
.
 A

n
n
切
〔

1971)
C. 

M
.
 L. 

R. 
260; 

also 
submissions 

of 
A
d
v
o
c
a
t
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
R
o
m
e
r
 in 

C
a
s
e
 
8
4
 /

 71 
cit.; 

C
a
s
e
 
33 /

 76
 
Rewe-Zentralfinanz e

G
 a
n
d
 R
e
w
e
-

Zentral A
G
.
 v. 

L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
m
e
r
 f
a
r
 d
a
s
 S
a
a
r
l
a
n
d
 (1977J 

1
 C. 

M
.
 L. 

R. 
533 ;

 Ca
s
e
 106 /

 77
 Simmenthal, o

p
 

cit., 
note 

68. 

儘
）

C
a
s
e
9
4
 /

 71 
Schluter &

 M
a
a
c
k
 v. 

H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
H
a
m
b
u
r
g
-
J
o
n
a
s

〔
面
3〕

C.
M
.
 L. 

R. 
113 ;

 Bo
u
l
a
r
d
 note o

n
 C. 

E. 

18. 
1. 

74, 
note 

151, 
p. 

742. 

（芸）
Cf.

Articles 36, 
48, 

56, 
6
6
 E
E
C
,
 Cases 41 /

7
4
 V

a
n
 D
u
y
n
 v. 

H
o
m
e
 Office 

cit. 
C
a
s
e
 6
7
 /
7
4
 Bonsignore v. 

Oberstadt-

direktor der Stadt 
K
,珈

〔
197切

E.
C. 

R. 
267; 

Case 3
6
 /

 75 R
o
l
a
n
d
 Rutili 

v. 
F
r
e
n
c
h
 Minister o

f
 the 

Interior (1975〕

E. 
C. 

R. 
1219 ;〔

197的
C.

M
.
 L. 

R. 
140; 

C
a
s
e
 4
8
 /

 75 
R
o
y
e
r
 v. 

M
i
n
.
 o

f
 the 

Interi吋
〔

197釘
E.

C. 
R. 

497 ;
 Case 118 /

 

7
5
 
T
h
e
 State 

v. 
W
a
t
s
o
n
 a

n
d
 B
o
l
l
m
a
n
n
 (197釘

E.
C. 

R. 
1185 ;〔

197的
C.

M
.
 L. 

R. 
552; 

C
a
s
e
 30 /

 77
 R
e
g
i
n
a
 v. 

Bou-

chereau
口
9
7釘

2
W
.
 L. 

R. 
250; Wooldridge, Free M

o
v
e
m
e
n
t
 o
f
 E
E
C
 Nationals; 

T
h
e
 Limitation 

B
a
s
e
d
 o
n
 Public Pol-

icy 
a
n
d
 Public 

Security, 
2
 E. 

L. 
R. 

1977 /
 3, 
p. 

190. 

（
旬

Article
8
6
 /

 1
 EC

S
C
,
 5

 /
 1
 EE

C
.
 192 /

 1
 Eu
r
a
t
o
m
;
 Zuleeg, 

T
h
e
 Relationship o

f
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 to 

National 
L
a
w
,
 

International 
Journal of L

a
w
 Libraries, 

Vol. 
5, 

Nr. 
1
 /
 1977, 

p. 
5. 

（芸）
Lagrange,

D
u
 conflit 

entre 
loi 

e
n
 traite 

en droit 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 et 

en droit 
interne, 

R. 
T. 

D. 
E. 

1975. 

（E
)
 
Cf. 

C
a
s
e
 9
7
 /

 71, 
cit. 

notes 
32, 

33. 

（呂）
Rideau,

op. 
cit., 

note 
3, 

902. 

（云）
Ehle,

Monatsschrift f
a
r
 deutsches 

R
e
c
h
t
 1964, 

p. 
13 E

h
l
e
ざ

草
野

嘔
匹

胆
応

暉
暉

蜘
詣

蜘
罪
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嵌
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い

J述
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紺
艇
如
献

-jo,!s@°
C
a
s
e
 
2
6
 /

 62
 
V
a
n
 
G
e
n
d
 
e
n
 
L
o
o
s
 
t
o
'
l
e
 
juge 

national... a
 L'obligation 

d'assurer 
le 

plein effet 
d
e
 ces 

n
o
r
m
e
s
'
i
n
 C
a
s
e
 1
0
6
 /

 77, 
cit. 

note 68. 

(~
) 

Zuleeg, op. 
cit.'note 

168, 
p. 

18; 
Cass. 

crim. 
R
i
f
f
 cit. 

note 
135; 

C
a
s
e
 3
8
 /

 77, 
loc. 

cit. 
note 

177, 
p. 

230. 

（呂）
M
e
r
t
e
n
s
d
e
 W
i
l
m
a
r
s
,
 L
e
s
 enseignements 

c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 des 

iurisprudences 
nationales, 

R. 
T. 

D. 
E. 

1970, 
p. 

454, 

4
6
8
 ;

 Zuleeg, 
op. 

cit., 
8, 

9. 

（苔）
Ruzie,

op. 
cit., 

note 
67, 

p. 
124. 

国
）

C
a
s
e

106 /
 77, 

cit. 
note 

68. 

（
町

Cf.
note 

105. 

（苔）
Constantinesco,

op. 
cit., 

note 
67, 

p. 
260; 

R
e
h
m
e
r
 a
n
d
 Teitgen, 

op. 
cit., 

note 
27, 

382; 
Ress, 

op. 
cit., 

note 
38, 

4
5
6
 

（芝）
C
onstantinesco. 

op. 
cit., 

265. 

（;'E) 
D
r
u
e
s
m
e
,
 L

a
 p
r
i
m
a
u
t
e
 d

u
 droit 

c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 s
u
r
 le 

droit 
interne, 

R
e
v
u
e
 d

u
 M
a
r
c
h
e
 C

o
m
m
u
n
 1975, 

p. 
378, 

3
7
9
 

(~
) 

Cass. 
civ. 

22. 
12. 

1931 
S
a
n
c
h
e
z
 v. 

G
o
z
l
a
n
d
.
 
Clunet, 

1932, 
p. 

683; Kiss, 
op. 

cit., 
note 

69, 
p. 

437. 

嘩
）

F
o
r
references to 

decisions 
of 

lower courts 
cf. 

D
r
u
e
s
m
e
,
 op. 

cit., 
3
8
0
 fn. 

2. 

（号）
B
u
t
see 

n
o
w
 C. 

C. 
15. 

1. 
75, 

note 
2
1
4
 a

n
d
 consistent 

criticism 
of 

this 
v
i
e
w
 b

y
 the 

doctrine :
 Ruzie, op. 

cit., 
note. 

48, 
261 ;

 Rideau, op. 
cit., 

note 
157, 

6
2
7
;
 Dubouis, 

op. 
cit., 

note 
70, 

52. 

澤
）

Reuter,
op. 

cit., 
note 

2, 
23. 

環
）

Rideau,
op. 

cit., 
note 

4, 
164. 

澤
）

Cass.
crim. 

19. 
2. 

64, 
Riff, 

op. 
cit., 

note 
135. 

環
）

C.
A
.
 Paris 26. 

1. 
63, 

Soc. 
U
n
i
o
n
 nationale des economies familiales 

(
U
N
E
F
)
 v. 

Consten, 
D. 

1963, 
189, 

note J. 
R
o
b
-

ert; 
Trib. 

d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 d
e
 Marseille 

13. 
5. 

64, 
C
o
m
p
a
g
n
i
e
 Jranfaise 

Telefunken cit. 
note 

136; 
C
o
u
r
 d
e
 
Paris 

7. 
7. 

6
5
 cit. 

note 
116. 

(~
) 

Cass. 
crim. 

18. 
2. 

1971, 
Methfessel, 

D. 
1971, 

525. 

（箆）
R
a
m
b
a
u
d
,
op. 

cit., 
note 

58, 
pp. 

618, 
633. 

「
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（洪
}i:10)

（畏）
Constantinesco,

op. 
cit., 

note 67, 
272. 

(~
) 

Ruzie, op. 
cit., 

note 48, 
262. 

ぼ
）

F
o
r
a
n
 e
x
a
m
p
l
e
 in judicial 

courts see 
C. 

A
.
 
C
o
l
m
a
r
 15. 

11. 
67, 

cit. 
note 

134; 
Cass. 

crim. 
cit. 

note 
118; 

a
n
d
 
in 

administrative 
courts: 

T. 
A
.
 Paris 

16. 
3. 

71, 
G
a
r
o
t
 cit. 

note 
135; 

R
o
h
m
e
r
 a
n
d
 Teitgen op. 

cit., 
note 27, 

387. 

(~
) 

Cass. 
ch. 

mixte 23. 
5. 

1975, 
Dir. 

Gen. 
des 

D
o
u
a
n
e
s
 v. 

Soc. 
des 

cafes Jacques 
V
a
b
r
e
 et 

S
A
R
L
 J. 

Weigel, 
D. 

1975, 

497,
〔197切

C.
M
.
 L. 

R. 
336. 

（E
)
 
Q
u
o
t
e
 f
r
o
m
 Simon, E

n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 b
y
 F

r
e
n
c
h
 Courts o

f
 E
u
r
o
p
e
a
n
 C

o
m
m
u
n
i
t
y
 Law-II, 9

2
 L. 

Q. R. 
1976, 

p. 
851, 91. 

ぼ
）

C.
C. 

15. 
1. 

75, 
D. 

1975, 
p. 

529, 
note H

a
m
o
n
.
 

(~
) 

Previously a
 combination of 

t
h
e
'
l
e
x
 posterior 

r
u
l
e
'
w
i
t
h
 Article 

55 
of the 

F
r
e
n
c
h
 Constitution 

1958. 

(~
) 

Since 
C
o
u
r
 d
e
 Paris 7. 

7. 
6
5
 cit. 

note 
116. 

(~
) 

Simon, op. 
cit., 

91. 

（:;:l) 
R
o
h
m
e
r
 a
n
d
 Teitgen, op. 

cit., 
note 27, 

394. 

（き）
Cass.

civ. 
15. 

12. 
75,

〔1976)
2
 C. 

M
.
 L. 

R. 
152 ;

 A. 
F. 

D. 
I. 

1976, 
903. 

(~
) 

T
r
i
b
u
n
a
l
 paritaire des 

b
a
u
x
 r
u
r
a
u
x
 d
e
 M
e
l
u
n
,
 
15. 

6. 
73,

〔197釘
2
C. 

M
.
 L. 

R. 
158. 

（1::J) 
C
a
s
e
 2
/
7
4
,

〔19勾
E.

C. 
R. 

631. 

（目）
R
o
h
m
e
r
a
n
d
 Teitgen, op. 

cit., 
note 27, 

394. 

(~
) 

Id. 
393f. 

（奇）
D
o
u
b
t
e
d
b
y
 Ruzie, 

op. 
cit, 

note 
48, 

262f; 
Dinh, op. 

cit., 
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ニ
八
九

J
a
c
q
u
e
s
 V
a
b
r
e
事
件
で
の
破
毀
院
の
有
名
な
判
決
は
、
伝
統
的
な
司
法
部
の
態
度
の
変
更
を
推
進
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
裁
判
官
は
、
今
日
、

共
同
体
法
に
正
当
な
効
果
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
積
極
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
過
去
の
態
度
か
ら
突
然
の
断
絶
と
し

て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
対
的
に
緩
慢
な
過
程
を
た
ど
っ
た
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
思
考
の
発
展
段
階
の
頂
点
と
考
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

裁
判
所
が
、
必
ず
や
、

J
a
c
q
u
e
s
V
a
b
r
e
事
件
や
く
on
K
e
m
p
i
s
事
件
で
採
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
追
随
す
る
と
予
測
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
穏
当
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
中
で
明
示
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
唐
突
な
も
の
で
な
く
、
共
同
体
法
の
本
質
的
な
法
的
枠
組
み
を
、
実
行
上
あ

る
種
の
形
で
、
徐
々
に
受
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
多
少
慎
重
な
楽
観
主
義
が
、
正
当
化
さ
れ
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
発
展
に
つ
い
て
の
、
よ
り
現
実
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
が
、
共
同
体
法
へ
の
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
変
更
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
憲
法
五
五
条
に
な
ん
ら
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
共
同
体
法
の
特
別
な
本
来
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
優
位
性
を
受
入
れ
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
一
定
の
適

応
期
間
を
経
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
は
、
国
内
法
と
国
際
条
約
の
間
の
抵
触
を
解
決
す
る
の
に
、
五
五
条
や
他
の
伝
統
的
技
術
を
放
棄
す
る
こ
と
を
好
ま
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

V
a
b
r
e
事
件
で
破
毀
院
が
採
っ
た
、
五
五
条
と
、
共
同
体
法
の
特
別
な
本
来
の
性
質
の
双
方
に
依
拠
し
た
、
混
合
的
な
解
決
策

に
従
う
途
を
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
裁
判
所
は
、
国
内
法
と
共
同
体
法
と
の
間
の
抵
触
の
解
決
を
、
現
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
共
同
体
法
秩
序
に
由
来
す
る
法
規
が
、

国
内
法
秩
序
に
由
来
す
る
そ
れ
ら
と
抵
触
す
る
、
と
真
実
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
共
同
体
法
優
位
の
原
則
は
、
そ
の
統
一
的
適
用
と
い
う
有
益
な
効
果

を
確
保
す
る
た
め
、
構
成
国
の
憲
法
上
の
特
殊
性
を
超
越
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
同
体
法
優
位
の
原
則
は
、
法
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
最
終

的
政
治
目
標
を
保
護
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
標
の
実
現
は
、
も
と
よ
り
裁
判
所
に
お
い
て
異
議
申
立
て
を
受
け
る
余
地
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
結
論
と
し
て
言
え
ば
、
国
内
法
規
範
と
共
同
体
法
規
範
と
の
間
に
は
、
な
ん
ら
の
平
等
性
も
比
較
可
能
性
も
な
い
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、
共
同

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

六
、
結

論

（
五
五
一
）



第
三
四
巻
第
二
号

（
五
五
二
）

体
法
規
範
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
内
裁
判
所
は
、
自
国
の
法
制
度
を
共
同
体
法
制
度
の
下
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
触
を
解
決
す
る
こ
と

を
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
相
異
な
る
法
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
権
能
を
決
定
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
後
法
優
位
」
と
い
う
年
代
も
の
の
衝
突
規
則
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
条
約
を
国
内
制
定
法
と
同
格
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、
五
五
条
の
規

則
は
、
国
際
条
約
が
国
内
法
に
優
位
す
る
と
宜
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
両
者
を
同
格
視
す
る
仕
方
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
蓋
し
、
フ
ラ

ン
ス
諸
裁
判
所
は
、
自
ら
に
後
法
た
る
フ
ラ
ン
ス
制
定
法
を
無
視
す
る
権
限
が
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
五
条
が
た
と
え
フ
ラ

ン
ス
諸
裁
判
所
に
よ
る
五
五
条
の
実
務
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
実
施
が
、
相
互
性
あ
る
い
は
全
く
憲
法
上
の
制
約
に
服
さ
な

い
共
同
体
法
の
絶
対
的
優
位
性
の
要
件
に
は
、
合
致
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

von
K
e
m
p
i
s
事
件
の
判
決

が
他
の
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
よ
り
踏
襲
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
五
五
条
が
将
来
大
き
な
重
要
性
を
も
つ
と
は
予
想
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
際
条
約
と
共
同
体
条
約
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
司
法
部
の
態
度
は
、
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
並
び
に
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
共
同
体
の
創
設
に
先
行
す

る
、
司
法
部
の
伝
統
に
よ
っ
て
、
根
強
く
形
成
さ
れ
て
き
た
。
前
法
た
る
国
内
法
と
後
法
た
る
条
約
と
の
間
の
抵
触
は
、

「
後
法
優
位
」
の
法
諺
に
従
っ

て
、
常
に
後
者
が
優
位
す
る
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
技
術
は
、
五
五
条
の
採
用
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
約
と
後
法
た
る
制
定

法
と
の
抵
触
に
も
適
用
さ
れ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
後
法
た
る
制
定
法
が
、
前
法
た
る
条
約
に
優
位
す
る
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
。
即
ち
、
裁
判
所
は
、
国
内
制
定
法
が
条
約

と
合
致
す
る
と
解
釈
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
条
約
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
触
の
存
在
を
否
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所

は
、
自
ら
立
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
権
限
が
な
い
と
の
理
由
で
、
後
法
た
る
制
定
法
を
適
用
し
え
な
い
と
宜
言
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
き
た
。
従
っ
て
、

五
五
条
は
、
制
定
法
と
後
法
た
る
条
約
と
の
抵
触
に
関
し
て
、
実
際
上
実
効
性
を
も
た
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
同
条
は
抵
触
規
則
と
し
て
の
そ
の
有
用
性

を
著
し
く
減
じ
る
形
で
、
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

明
ら
か
に
、

V
a
b
r
e
事
件
で
採
用
さ
れ
た
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
後
法
優
位
原
則
に
基
づ
く
以
前
の
技
術
に
比
べ
、
幾
分
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
要
請
さ
れ
る
、
共
同
体
裁
判
所
が
採
用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
い
ま
な
お
十
分
に
は
受
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

関
法

二
九
〇



最
近
の

v
a
n
K
e
m
p
i
s
事
件
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
破
毀
院
は
、
前
法
た
る
国
内
制
定
法
に
共
同
体
法
が
優
位
す
る
た
め
の
唯
一
の
正
当
な
根
拠
と

し
て
、
共
同
体
の
特
別
な
本
来
の
性
質
を
承
認
す
る
方
向
に
向
っ
て
幾
分
前
進
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
的
な
司
法
部
の
態
度
の
重
要
な
転
換
を
示
す

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
若
干
の
他
の
裁
判
所
、
こ
と
に
コ
ン
七
イ
ュ
・
デ
タ
の
影
響
下
に
あ
る
裁
判
所
の
反
抗
に
よ
っ
て
、
再
び
試
練
を
受
け

u
b
i
 partia 
ibi 
b
e
n
e
 (
祖
国
在
る
と
こ
ろ
す
べ
て
よ
し
）
の
理
念
が
、

フ
ラ
ン
ス
大
統
領
、

シ
ャ
ル
ル
11
ド
・
ゴ
ー
ル
の
共
同
体
市
場
に
対
す
る
政

治
哲
学
と
態
度
の
中
に
事
実
上
内
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
諸
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
慎
重
な
態
度
か
ら
み
る
と
、
こ
の
表
現
を

修
正
し
て
、

u
b
i
lex 
c
o
m
m
u
n
i
s
 ibi 
b
e
n
e
 
(
共
同
体
法
在
る
と
こ
ろ
す
べ
て
よ
し
）
と
読
み
か
え
る
の
は
、
お
そ
ら
く
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。

「
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
に
お
け
る
自
動
執
行
条
約
と
直
接
適
用
可
能
な
E
E
C
法」

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
九

（
五
五
一
―
―
)

〔
以
上
〕




